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午後１時３０分開会 

○小林委員長 こんにちは。ただいまから企画総務委員会を開会いたします。座らせてや

らせていただきます。 

 傍聴者がいらっしゃいましたら、ご案内します。 

 当委員会では、撮影、録音、パソコンの使用は認められておりませんので、あらかじめ

ご了承をお願いいたします。 

 本日の日程をご確認ください。陳情審査１件、地域振興部の報告が６件、政策経営部の

報告が３件の順番で進めたいと思います。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小林委員長 はい。それでは、日程１、陳情審査に入ります。 

 企画総務委員会に新たに送付７－９、路上喫煙の取り締まり強化を求める陳情が送付さ

れました。お手元に陳情書の写しをお配りいたしましたので、ご確認ください。 

 陳情書の朗読はいかがしますか。省略でいいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小林委員長 はい。それでは、省略いたします。 

 本陳情について、執行機関から情報提供がありましたら、お願いいたします。 

○尾上安全生活課長 路上喫煙の取り締まり強化を求める陳情について、ご説明いたしま

す。 

 まず、１、「午前７時から午後１０時まで、路上喫煙に対する過料の取り締まりを実施

すること」についてですが、現在、路上喫煙者に対する取締りは、区の職員である生活環

境改善指導員が午前７時３０分頃から８時頃まで区内を巡回し、路上での喫煙行為を発見

した際は、過料を徴収しておりますが、日没後の暗くなった時間帯では、喫煙状況を発見

する等の視認性の問題が生じるため、指導、警告にとどめている状況です。しかしながら、

夜間帯における喫煙者が減らない現状でもありますので、今後は、夜間帯の取締り体制を

検討し、他の自治体の取締り状況も検証しながら、夜間帯の路上喫煙の取締りに努めてま

いります。 

 ２の「公道から７メートル以内の私有地における喫煙についても、喫煙者が当該私有地

との関係性を証明できない場合は、路上喫煙として過料の適用対象とすること」について

ですが、現在、千代田区の生活環境条例において、路上禁煙地区は、道路上及び区長が特

に定めると認める公共の場所と定めており、私有地や私道においての過料適用は行ってお

りません。また、私有地における喫煙行為の取締りは、当該不動産の所有者の財産権や施

設管理権を侵害するおそれもあり、過料を適用させることは難しいと思われます。しかし

ながら、駐車場等の私有地での喫煙行為が多いことは把握しておりますので、引き続き、

健康増進法の所管部署と連携を図りながら、土地所有者の承諾を頂きながら、私有地にお

ける喫煙の指導に取り組んでまいります。 

 ３、「現在２,０００円となっている過料の額を増額し、罰金も適用すること」につい

てですが、千代田区では、昨年１１月から、加熱式たばこも紙たばこと同様に扱い、過料

２,０００円の運用を始めたばかりです。そのため、２,０００円という額を周知浸透させ

るという意味では、まだ過料の増額をする時期ではないと考えております。しかしながら、

まちの景観を悪化し、他人に迷惑をかける路上喫煙でありますので、他の自治体の取締り
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状況を注視し、適切な時期に過料増額を検討したいと考えます。 

 以上になります。 

○小林委員長 はい。情報提供いただきました。 

 委員の皆様から執行機関に確認したい点、事項、ございましたら、どうぞ。 

○米田委員 １、２、３とありました。先ほど課長からご説明いただきました。１番につ

いては、夜も、今後検討していくということでおっしゃっていただきました。これまでも、

夜も、ご指摘が区民の方からあった場合は、青パトとかそういったので対応していただい

ていたと思うんですけど、さらに取締りも含めて強化していくということで、確認ですけ

ど、よろしいですか。 

○尾上安全生活課長 今現在、夜間の路上喫煙に対する取締りにありましては、青パト以

外、公共の場所における路上喫煙の禁止行為という委託事業もやっております。その方々

にもお願いして、路上の取締りを行っているのですが、引き続き、この区の職員である生

活環境指導員が８時までですので、そういったところも、今後、勤務時間をちょっと延ば

して、検討していかなきゃいけないのかなと思っております。 

○米田委員 検討していく上で、しっかりやっていただきたいなと思います。 

 また、このことを周知することによって少し抑止にもなってくると思うんで、周知も検

討していただきたいなと。延長する場合は、お願いしたいなと思います。 

 ２番の私有地なんですけど、これ、非常に多いクレームだと思っております。私も、何

件か聞いて、対応していただいております。保健所と連携しながら、注意喚起しながら、

喫煙所のほうに案内していくということだと思うんですけど、やっていただいているんで

すけど、やっぱり、こういう陳情が来るということは、まだまだ足りていないかなと思っ

ております。ここの２番に対しての今後の取組について、お伺いできますか。先ほども少

し言っていただいているんですけど、どのように強化していくか。 

○尾上安全生活課長 これまで、健康増進法の所管部署との連携というところで、取決め

が明確にされていなかったところがございましたので、そこにありましては、本年度から

明確な取組、私有地にあっては、苦情があれば、その情報を関係所管部署の生活衛生課の

ほうに情報を提供して、情報提供を受けた生活衛生課のほうでも巡回指導員がおりますの

で、そういった巡回指導員を回して、指導、注意するということで、今、取組の強化を図

っているところでございます。 

○米田委員 今後について、ちょっと聞きたいんです。やってはいるんですけど、こうい

った陳情が来るということは、まだまだ周知が足りていないのと、見せる、姿を見せてい

ないのかなと思っているんですよね。さらに強化する上で、今後、どう取り組んでいくの

かというのをお聞かせいただきたいんですけど、さらにですよ。 

○尾上安全生活課長 まず、私有地にありましては、ちょっと所管部署が生活衛生課とい

うところもありますので、今、先ほどご説明したとおり、生活衛生課のほうでは巡回指導

員の方を行かせて巡回させております。その辺も強化していただけるように、こちらから

も所管部署のほうにはお願いいたします。巡回強化というところでお願いいたします。 

○印出井地域振興部長 補足で。 

 今、課長のほうから、受動喫煙の観点から保健所と、ということがありました。こうい

ったところにおける喫煙、それからのポイ捨てが火事などにもつながる可能性があるとい
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うふうに言われているところです。ですので、消防署等とも連携しながら、そういう受動

喫煙、それから、条例で規制している路上喫煙、そして、火災の防止と、様々な観点から、

注意を呼びかけていきたいと思います。 

○米田委員 まさに、今、部長がおっしゃっていただいたとおり、ポイ捨てが原因で火事

になったのではないかという案件もあります。そういったこともしっかり周知しながら、

私有地に入っての喫煙は違法ですよと、こういうところをしっかり見せていくというのが

僕は大事だと思っているんですけど、最後、お答えいただけますか。 

○尾上安全生活課長 路上喫煙、周知も含めて、関係部署としっかり連携を組みながら、

取締り強化に努めてまいります。 

○小林委員長 はい。入山委員。 

○入山委員 夜間の取締りも強化していただけるということなんですけども、繁華街等々

がメインになるかなと思うんですけども、お酒を飲まれた方との対応というのは、どのよ

うに考えていますか。 

○尾上安全生活課長 やはり夜間の取締りの中で、生活環境改善指導員が注意しているの

は、飲酒を行っている喫煙者に対しての指導なのですが、そこは、警察ＯＢというところ

もあって、喫煙者がお酒の臭いとか、飲酒者だなというのが分かれば、その辺は、間合い

というか、相手を見ながら指導し、過料等を取り締まっているところでございます。 

○入山委員 お酒を飲まれている方は、かなり暴れる方もいたりもするので、また、夜が

過ぎると、結構、喫煙者のポイ捨てがどうしても多く見られるので、ぜひ、夜間の強化も

していただきたいなというところと。 

 ２番の私有地にもおけると思うんですけども、千代田区は駐車場が多いということに関

して、この駐車場の会社の方とはどういった連携を取っていますでしょうか。 

○尾上安全生活課長 すみません。ここも、所管部署が生活衛生課のところになるんです

が、生活衛生課のほうでは、そういった私有地に対する喫煙者の苦情等があれば、まずは、

管理者のところに承諾を得て、喫煙行為がないように、まず、お願いをしているところで

す。それで、また管理者の指導にも注意にも応じないような喫煙者があった場合は、生活

衛生課の巡回指導員を配置させるという対応を取っているとお聞きしております。 

○入山委員 なかなか駐車場の喫煙者が減らないということも伺っているので、ぜひ、よ

ろしくお願いいたします。 

 また、さらに、飲食店の前でたばこを吸っている方が結構いて、前、一度、秋葉原を一

緒に回ったときにも、何人か見かけたんですけども、そこら辺の飲食店について、どうい

った周知というか、注意喚起というか、はされているのでしょうか。 

○尾上安全生活課長 飲食店の前でも、公共の場所と路上等であれば、我々生活環境指導

員のほうで過料を徴収しているところなんですが、敷地内ということであれば、生活衛生

課のほうで、同じように、たばこの灰皿を出している飲食店の管理者のほうに健康増進法

に抵触する旨のお伝えをして、指導、改善をしているとお聞きしております。 

○入山委員 分かりました。ありがとうございます。 

 最後に、３番、現在２,０００円という過料についてですけども、巡回のパトロールの

方と一緒に回ったことがあるんですけども、現金を持っていないというときは、コンビニ

に下ろしに行っていただいて、過料を頂くという姿をちょっと見かけたんですけども、予
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算の分科会のところでもお話をさせていただいたんですけども、電子決済とか、そういう

ことは、後々考えるという、検討ということでしょうか。 

○尾上安全生活課長 現在のところ、現金でしか扱っておりませんが、電子化に向けては、

所管部署と、今、検討しているところでございます。今後そういったデジタル化に向けて、

できないか、しっかりと取り組んでまいります。 

○小林委員長 ほかにございますか。 

 いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小林委員長 そうしますと、１の午前７時から１０時までというのは、今、現状、７時

半から８時までやっていると。けれども、朝の点については、言わなかったけど、８時を、

少々、現状を見ながら、場所を見ながら、時間をもう少しやることも考えていると。なお

かつ、委員から質問があったけど、これをやる場合にも、ちゃんと広報して、見える化を

しながらやれるということが質疑の中で明らかになっております。 

 ２番の公道７メートルというのは、これについては、関係性を、喫煙者が私有地との関

係性が証明できない場合は、路上喫煙として過料の適用対象とすることといっていても、

この現状の部分については、たばこの臭い、発がん性物質は７メートル届くと言われてい

るといっても、これについては適用とすることは難しいということですよね、現状ね。 

○尾上安全生活課長 はい。 

○小林委員長 そういう条例の組立てにはなっていないんですよね、これはね。難しいと

いうこと。 

 ３番については、現在、２,０００円の過料というのが増額しと言っているけど、今の

ところは２,０００円が適当であるという現状ですと。値上げすることや何かは検討をま

だしていないと。 

○尾上安全生活課長 はい。 

○小林委員長 していないということ。今…… 

○尾上安全生活課長 今、ちょっと加熱式を…… 

○小林委員長 加熱式を始めたばっかりで、この２,０００円については増額するという

ことは、今のところ、考えてはいないというところですというような、皆さんが確認した

中で、できました。 

 それで、ほかに、もし質疑がございませんようでしたら、この質疑は終了させていただ

きまして、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小林委員長 はい。じゃあ、質疑を終了します。 

 本陳情に対して、委員の皆様からご意見等ございますか。 

 よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小林委員長 じゃあ、取扱いについては、いかがいたしましょうか。 

○米田委員 先ほど委員長がまとめていただいたとおり、１番については、もう、今後、

検討して対応していくと。で、周知も図っていくと。２番に関しても、先ほど委員長がま

とめていただいたとおり。３番に関しても、加熱式をやっておるということで、一定程度、
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区としても対応していくのと、今後検討していくのと、過料に関しては、加熱式も含めた

という結論が出ておりますんで、今回のこの陳情に関しては、今日の議論をもって、お返

しすればいいのではないのかなと思いますけど、いかがでしょうか。 

○小林委員長 はい。今、米田委員からご意見ありましたけど、いかがいたしますか。 

 よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小林委員長 それでは、陳情者に、本陳情につきましては、本日の議事録を本人にお返

しするということで本陳情の審査は終了することとしますが、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小林委員長 はい。それでは、終了ということで、以上で、日程１、陳情審査は終了い

たします。 

 それでは、日程２、報告事項に入ります。 

 地域振興部（１）令和６年度町会長および婦人・女性部長研修会、青年部意見交換会に

ついて、理事者から説明を求めます。 

○赤海コミュニティ総務課長 それでは、地域振興部資料１に基づきまして、令和６年度

全町会長研修会、全町会婦人・女性部長研修会、青年部意見交換・交流会についてご報告

いたします。 

 これまで、地域振興部では、全町会長や婦人女性部長を対象に、年に一度、研修会を実

施してまいりました。一方で、令和２年度、３年度は、新型コロナウイルス禍により中止

をいたしました。また、それぞれ令和４年度から再開したものでございますが、一方、全

町会長研修会を令和４年度実施した際に、研修会そのものに関するご意見がいろいろ様々

あったことから、全町会長研修会については、令和５年度、一度中止させていただいてご

ざいます。また、いずれの研修会もテーマが東京オリンピックを控えての時事的なもので

すとか、生活の知恵のようなもの、地域防災といった身近なものといったものの講演会形

式のものだったということがございました。 

 令和６年度は、これまで課題でございました町会運営の持続性へのヒントとなるような

テーマとし、また、講演会形式からトークセッションですとか、登壇者とのやり取りがで

きるような形式としてみたものでございます。また、加えて、これまであまり直接お話を

伺う機会がなかった青年部世代の方にお集まりいただき、意見交換会を実施しましたので、

その概要をご報告させていただくものでございます。 

 １、全町会長研修会でございます。地域の振興に寄与する活動に尽力されている町会長

が一堂に会し、様々な事象について知見を深めるとともに、相互の交流を図ることを目的

として実施してございます。実施した日は、昨年の１１月３０日、会場はメトロポリタン

エドモントでございました。 

 ここで、③参加者と項目を書かせていただいているんですけれども、大変失礼しました、

１３３名は対象数でございます。実際に参加された町会長の皆様、合計で９０名でござい

ました。おわびして訂正させていただきます。 

 このときのテーマといたしましては、「町会とエリアマネジメントの新たな取組の可能

性」ということで、トークセッション方式を取らせていただいております。講師は、東京

都市大学の中島伸准教授、それから、中央区日本橋五の部連合町会長であります髙橋連合
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町会会長、それから、ここの一般社団法人日本橋エリアマネジメントの事務局の方にご登

壇いただいてございます。 

 当日の会場ですとかアンケートの回答などでお寄せいただきました主な意見、（２）で

ございますが、テーマに対する意見といたしましては、町会運営が変化する可能性を感じ

た。一方で、どのようにエリアマネジメントを進めるかは課題だというようなこと、それ

から、千代田区１００余りの町会全て異なった環境にあるため、これというよい方法を見

いだすことは難しいのではないかというようなこと、それから、そのほかありますが、②

で、困っていることとして、私どものほうで捉えましたのが、昔は商売をしていた人が多

かったけれども、マンション、オフィスが増えた今では、なかなか町会に入ってもらえな

いという実感があると。そのほか、町会には加入しても、実際の活動には参加しない人が

多いと。この地域が好きだからという理由で引っ越してくる人はほとんどいないという嘆

きのようなご意見もございました。また、私ども区への意見として、町会加入の特典など、

具体的な解決策を何か提示してもらえないものだろうかというようなご意見を頂いている

ところでございます。 

 次に、おめくりいただきまして、裏面をご覧いただけますでしょうか。 

 ２、全町会婦人・女性部長研修会についてでございます。こちらも、地域の振興に寄与

する町会の活動に尽力されている婦人・女性部長が一堂に会し、様々な事象について知見

を深めるとともに、相互の交流を図ることを目的として開催してございます。 

 開催いたしましたのは９月２８日、会場はニューオータニでございました。 

 ③の参加者、こちらも、先ほどと同様、対象者数が８７名でございます。実際にご参加

いただきました婦人・女性部長の方々は６３名でございました。 

 テーマといたしましては、２部制を引かせていただいておりまして、第一部については、

「町会加入促進について」という講演形式ではございますが、間にミニワークショップ的

なものを入れさせていただいたというものでございます。講師としては、移動式あそび場

全国ネットワーク代表の星野諭さん。第二部といたしまして、気象予報士、平井信行さん

にご参加いただきまして、「気象・防災情報の見方と使い方」ということで、講演を行っ

ております。 

 このときに頂きました（２）主な意見等でございますが、困っていることといたしまし

て、町会の世帯が少なく子どもがひとりもいない。人も少ないので、イベントができない。

企業を巻き込みたいけどどうすればいいだろうか、というようなことですとか、イベント

に参加する人は多いんだけれども、そこから町会加入につなぐにはどうすればいいんだろ

うかというようなお悩みの声がありました。また、区への意見といたしまして、町会に加

入してもらうために、地域ごとのやり方があるので、地区ごとの相談に乗ってほしいとい

うようなお声を頂いております。 

 （３）のその他、参考といたしましてですが、この研修会の実施後、移動式あそび場全

国ネットワークの星野さんと、ある町会さんが調整を取りまして、町会加入促進を目的に、

子供も大人も楽しく学ぶ防災活動といったイベントを実施したという実績がございました。

また、このイベントに関しましては、私どものコミュニティ活動事業助成を活用していた

だいているというような、ここで、少し効果が見えてきたかなという部分がございました。 

 続きまして、３ページ目、今年度初めて試みたものでございます。３、町会青年部の方
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との意見交換・交流会でございます。 

 こちら、日頃の町会運営やイベントにおいて、実働的な役割を担う中堅世代から地域活

動に関する意見を聞くことによって、区の今後の町会等支援に向けた検討の一助とすると

ともに、地域を超えた交流の促進と相互の情報交換・共有の場とすることを目的としてご

ざいます。 

 行った日は、暮れ、１２月１９日でございました。会場は、貸会議室というんでしょう

か、ＭＩＤ ＳＴＡＮＤ ＴＯＫＹＯというところをちょっとお借りして、開かせていた

だいております。 

 こちらは、参加者といたしまして、各連合町会長様から推薦いただいた連合青年部の方、

または、連合町会のイベントなどで中心的に活動されていらっしゃる方で、各連合から２

名程度ということでご推薦を頂いた方々でございます。 

 テーマは、「町会・連合町会の持続可能性と活動の活性化に向けて、いま、必要なこと

は」というふうに銘打ちまして、各参加者の方々からこういったような工夫をしていると

か、自分の連合とか町会はこういう自慢があるとか、一方で、こんな困り事があるんだと

いうようなことをお持ち寄りいただきまして、それぞれ紹介をする形、それに対して意見

交換をするというようなものをやらせていただいております。 

 なお、こちらには記載してございませんが、そのときの意見交換の内容を可視化できる

ということと、記録の一つにもなるということで、グラフィックレコーディングという手

法も取り入れさせていただいて、そちらも記録として残しているところでございます。 

 （２）主な意見等でございますが、困っていることとして、やはり若年層が少なくて、

役員やリーダーを担う人材が減少、高齢化しているということですとか、イベントの参加

者は多いけれども、町会管理につながっていかない。古くから住む人との意見の違い、そ

れから、マンション住民との感覚の違いが感じられるといったようなことが主にございま

した。また、区に求めることといたしまして、町会の位置づけ、区とは別なんだと、独立

しているものなんだという意味だと思いますが、そういったものですとか、町会活動の重

要性、町会役員を担うことのメリット、イベントのボランティア紹介等々の情報発信、窓

口の設置などを区のほうで担ってもらえないだろうかということ、それから、他の町会と

か、他の連合町会などとなるべく若い世代の交流の場、課題、成功事例集等を共有化し、

区全体の地域活動を盛り上げていく支援や取組をしてほしいといったようなお声を頂きま

した。また、よく地域でも耳にしますが、助成金、補助金について、実態に即した形にし

てもらえないかというお声も頂いているところでございます。 

 これらの研修会、意見交換会を通じまして、例えば、町会と地域の活力、魅力を向上す

る一つの手法としてのエリアマネジメントですとか、地域などで活動する多様な団体など

との協力、連携によるイベントなどの企画運営の事例などをご紹介できただけでなくて、

町会や地域における町会運営やイベント実施でのお困り事などが、町会それぞれのお立場

の違いはあるんですけれども、共通しているものも多いことを改めて認識させていただく

ことができたというふうに思っているところでございます。また、イベントにおきまして

は、単にイベントを楽しくということだけではなくて、いかに町会や地域に興味、関心を

持ってもらうかといった仕組みを非常に考えて取り入れて工夫されていらっしゃる、そう

いったご苦労も知ることができたかなと思っているところでございます。今後も、テーマ
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や手法に工夫を凝らしてご意見を伺い、また、地域を越えてのお知り合い、つながりとな

る機会の創出などを行ってまいりたいと考えております。 

 ご報告は以上でございます。 

○小林委員長 はい。それぞれの会場の費用と個人負担を教えてください。特に、青年部

のほうは、区内レンタルスペースというのはどちらだったのかというのも、併せてご説明

をお願いします。 

○赤海コミュニティ総務課長 まず、全町会長研修会でございますが、会場費が３５万２,

０００円余、それから、お一人当たりのお料理などについては１万２,０００円余、一方

で、お一人につき、参加費として５,０００円頂戴してございます。 

 婦人・女性部長研修会ですが、会場費が３８万２,０００円余、こちらは、お茶などを

提供させていただいておりまして、お一人につき１,０００円程度で、小さなお菓子をち

ょっとお土産で用意させていただいておりますが、そちらが２,６００円弱でございまし

た。 

 青年部意見交換会のほうですが、会場費は２万４,５００円でございました。お一人当

たり２,０００円を出していただきまして、その２,０００円で軽食をこちらのほうでご用

意させていただいたというものでございます。 

 以上でございます。 

○小林委員長 あ、レンタルスペースはどこですか、区内の。 

○赤海コミュニティ総務課長 ＭＩＤ ＳＴＡＮＤ ＴＯＫＹＯというところでございま

して、場所が神田美土代町でございます。 

○小林委員長 何名ですか。 

○赤海コミュニティ総務課長 各連合で２名ずつで、おおむね１６名ぐらいです。当日、

欠席された方もいらっしゃいましたが。 

○小林委員長 はい。説明が終わりました。委員の皆様からの質疑、質問を受けます。 

○のざわ委員 この１ページ目の全町会長研修会のことなんですけど、私の周りの方は、

千代田区は非常に財政が豊かなんで、合併をしたいという人が多いんですね。で、何でか

というと、ただ、千代田区は全然違うんですと。今、ホームページとかで、天皇陛下の皇

居があって、天皇陛下がいらっしゃるんで、千代田区は別ですと、そういう方々が多いん

で、だから、そういう考え方も無理だという方がいて、たまにホームページに、天皇陛下

と皇居、そのルーツである関西に奠都すると。これは、天皇陛下の皇居を関西に移して、

文化の首都をつくると。これは、東京に一極集中し過ぎているんで、地方に分散するとい

う一つの考え方で、何でこんなことを言っているかというと、私、この町会とか婦人会で、

商店街でとっても必要で、これがなくなっちゃうと、あっという間に、お隣のいろんな区

みたいに、町会がなくなると、あっという間に開発になって、このテーマに関する意見の

①の四つ目で、再開発でハコモノだけのまちづくりにはしたくないという、あっという間

に再開発が進んでしまって、そういうふうなまちになるのは私も見てきていましたんで、

これは、住んでいらっしゃる方にとっては、決して幸福なことではないだろうなと思って

いまして。 

 それで、一方では、こういうお考えも必要だとは思って、こういう勉強会をするのはと

っても大切なんですけども、やっぱり町会、婦人会、青年部がもっともっと、町が、ここ
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に書いてありますけど、千代田区１０４町会、町の町会全て異なった環境にあるため、こ

れというよい方法を見いだすのは難しいと思う。要は、それぞれ環境が異なって、対応も

違って、非常に丁寧な形での町会、商店街を残すための勉強会というのも一方でしていた

だきながら、区の意見として、町会加入への特典など、具体的な解決策を提示していただ

くような勉強会とか、特典などをお考えになっていただく――そういう勉強会もしていた

だくことは考えていらっしゃるんでしょうか。 

○赤海コミュニティ総務課長 今ご提案いただきました勉強会につきましては、まだちょ

っと、今、検討の俎上には上げていないというところでございますが、令和７年度に関し

ましては、今、予算を上げさせていただいているのが、各町会、お困りである町会にそれ

ぞれいろいろヒアリングなどをさせていただきつつ、オーダーメイドというと言い過ぎな

んですけれども、それぞれの町会のお困り事にフィットするような何か手だてができない

だろうかというのを構築していく予定でございます。 

 また、前段のご質問で、恐らくエリアマネジメントのことをご指摘されていらっしゃる

かと思うんですけども、確かに、エリアマネジメントによって、町会の存続はどうなんだ

ろうとご心配されていらっしゃる方もいると聞いております。一方で、このエリアマネジ

メントの手法を取ることによって、町会だけではなかなかできなかったことが、エリアの

中で協力体制ができるというようなメリットもございますということですとか、逆に、町

会が主軸になって主導になってというような例もどうやらあるというふうに聞いておりま

すので、そうですね、ご不安を抱かれている町会などに関しては、そういったようなご説

明を丁寧にしてまいりたいというふうに考えてございます。 

○のざわ委員 ありがとうございます。 

 エリアマネジメントのこういう勉強会は、これもとっても必要で、していただくのは全

然大事だというふうに思っています。私は、町会がなくなってくると、関西奠都というよ

うなことが現実的になるのは、千代田区に住んでいらっしゃる方にとって好ましいことで

は――昔から住んでいる方にとっては好ましいことではないんじゃないかなというふうに

思っていまして、この関西奠都ということに関して、千代田区はどのようにお考えでしょ

うか。 

○印出井地域振興部長 関西奠都について、具体的に可能性も含めて、区の中で様々に検

討、議論した経緯はないんですけれども、かつて、やっぱり首都機能移転の議論の中では、

一貫して、千代田区のこれまで積み上がってきた都市の歴史的経緯を含めて、千代田区と

しては、首都機能移転については、消極的あるいはネガティブな姿勢だったというふうに

考えております。また、そうした都市の経緯を踏まえる中で、千代田区における都市の機

能としては、やはり代表性とかとともに、象徴的空間として皇居があると。周辺に様々活

発な都市活動がある中の中央に、いわゆる都市計画で確保されたボイド空間があるという

ことは非常に千代田区にとっての大きな強みでもあるというふうに思いますので、基本的

には、そういう方向性については、ネガティブな認識を持っております。 

○のざわ委員 私も、天皇陛下がいらっしゃって、皇居が千代田区にあるということは、

ずっと千代田区にお住まいの方にとって、とってもすばらしいことだと思いますので、ぜ

ひ、そういうふうに続くような町会、婦人会、青年部長を含めました商店街を含めました

まちづくりということを大切にしたまちづくりを引き続きご検討いただくところも、根本
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にご検討いただけたらと思いますが、いかがでしょうか。 

○印出井地域振興部長 関西奠都と町会の活性化の話の関係性については、ちょっと、

我々も、十分、勉強不足なところがあるんですけれども、やはり地域コミュニティの核と

しての町会並びに地域のにぎわいの核としての商店会というものは、非常に重要な存在だ

というふうに思ってございますので、これまでも議会で繰り返しご答弁させていただきま

したけれども、その持続可能性の確保に向けて、今後も引き続き取り組んでまいりたいと

いうふうに思います。 

○のざわ委員 よろしくお願いします。 

○小林委員長 この前の議論で、ずっと、今、ちょっとのざわ委員から質問があった中で

は、確認しておきたいのは、のざわ委員の言ったような勉強会は予定していないですね。

予定していない。それから、今、ここで確認するのは、予定していなくて、今回、いろい

ろ計画は立てているけれども、同じような形で、全町会長研修会とか婦人部長・女性部の

研修会とか、この形で、青年部の意見交換会・交流会みたいなのは、来年度はやるんです

か、やらないんですか。そっちをちょっと確認しておきます。 

○赤海コミュニティ総務課長 形ですとか、どういったようなテーマというのは、これか

らの検討になりますが、実施をさせていただく前提でございます。 

○小林委員長 実施をさせていただくということですね。そういうことでございます。 

 大坂委員。 

○大坂委員 来年度に向けて、様々な形で施策を検討していく、模索していくというとこ

ろについて、認識はしておりますし、様々な意見があると思いますんで、広く聴取してい

ただければなと思っています。その上で、１個だけ提案というかあるんですけれども、今

回、青年部、若手の方々に初めて意見を聞く機会をつくったというところもあるんですけ

れども、一方で、町会には、重鎮の方々というのが、古くからこの千代田区の流れを分か

っていらっしゃる方というのがいるというのも、一方であります。ですので、町会のＯＢ

の方々、こういったところにもちょっと意見を聞いてみるというのも、また新たな発見が

あるんじゃないのかなと思っています。 

 それ、どちらを大事にするとかという話ではないんですけれども、様々な意見を聞いた

上で、これから先の課題解決に向けて、参考にしていくという視点も非常に大事なのかな

と思っていますので、町会の前町会長だとか、顧問にいらっしゃる方だとか、そういった

方々にも少しお話を聞いてみるというのもいいのかなというふうに考えるんですけれども、

いかがでしょうか。 

○赤海コミュニティ総務課長 今頂きましたご提案、確かに、様々なご意見、まちの方で

もいろいろあろうかと思います。そうですね。出張所長たちの協力も得ながら、この○○

町会だったら○○さんに話を聞くといいよというようなことは多分あるかと思います。そ

うですね。今後、そういったお話を聞く場が設けられればいいなと思っているところでご

ざいます。検討してまいりたいと思います。 

○大坂委員 ありがとうございます。 

 なかなか町会が高齢化していくといいながらも、昔のことが分かっている人がどんどん

どんどん少なくなっていくというのも一つの事実としてありますし、様々な伝統が埋もれ

てしまわないように、気をつけていただければなと思っていますので、よろしくお願いい



令和 7年 3月25日 企画総務委員会（未定稿） 

 １１ 

たします。 

○赤海コミュニティ総務課長 はい。前向きに検討させていただきたいと思います。 

○小林委員長 よろしいですか。 

○大坂委員 はい。 

○小林委員長 はい。田中副委員長。 

○田中副委員長 こちらは一般質問でも取り上げさせていただいて、大変重要で興味深い

テーマだと思っているんですが、この三つの意見交換会と交流会を開催していただいて、

ありがとうございました。とても大切な取組だと思っております。 

 このグラフィックレコーディングというのが先ほど３番のところでご説明があったんで

すけれども、こちらは、全ての意見交換会で取り入れていただいたということでよろしい

でしょうか。 

○赤海コミュニティ総務課長 今回、グラフィックレコーディングにつきましては、最も

直近でやりました青年部世代の方々のみ、ちょっとやってみたというところでございます。 

○田中副委員長 承知いたしました。 

 それで、効果というかは、どのように、それ以外の会と、感じていらっしゃいますでし

ょうか。 

○赤海コミュニティ総務課長 グラフィックレコーディングそのものに関してご意見など

お寄せいただいたことはちょっとありませんので、感想などはちょっとお聞きすることは

なかったんですけれども、実際には、模造紙で大きいものを何枚も壁に用意しておきまし

て、グラフィックレコーディングをやっている方にイラストだとか、ちょっと絵文字みた

いなものを使って、それぞれの発言者の方々の要点要点を抜き出して書いていっていただ

いて、それぞれの皆さんがどういったことを言ったのかということがその場で一覧で見え

るというようなことを、いわゆる可視化というんでしょうか、そういったことをさせてい

ただいたというような状況でございますので、参加者の皆さん、一通り意見交換的なもの

が終わって、歓談のような時間帯には、それぞれのぞき込んだり、改めて、あれなんだけ

どみたいなやり取りをしていたというのが、言葉でしか表せないんですが、状況というと

ころでございました。 

○印出井地域振興部長 ちょっと補足させていただきますと、終了後に、やっぱり、どう

しても青年部の意見交換会というと、その場で盛り上がって、それで楽しかったねみたい

になるという嫌いがあるかもしれない。実際には私が思っていたほど、そういう感じじゃ

なくて、皆さん、すごく建設的なアイデア、それから、町会を経営的な視点で見られてい

るということで、様々なアイデアが出たところで、それをグラフィックレコーディングに

まとめて、終了後にそれを共有するというような形が取られたということなので、まさに

それぞれの参加者も言いっ放しではなくて、自分のところの振り返り、他のところについ

てのいいところ、悪いところ、しっかり共有できたんじゃないかな。そのために、一定の

効果があったんじゃないかなというふうに認識しております。 

○田中副委員長 ありがとうございます。 

 すばらしい取組だと思うんですけれども、それは、現場で共有されたというだけで、そ

の後、資料としては残っているものなんでしょうか。 

○赤海コミュニティ総務課長 実は、各参加者の皆様に対しては、ちょっとごめんなさい、
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それぞれの発言者の方の報告ということで、各ページでまとめさせていただいたものと、

グラフィックレコーディングしたものを写真に撮って縮小したものを、全て共有させてい

ただいたというところでございます。 

○田中副委員長 承知いたしました。 

 そちらは、参加者の方だけの共有であって、公開というか、ほかの方々が参考に拝見し

たりとかというのはできるようになっているんでしょうか。 

○赤海コミュニティ総務課長 はい。ちょっと公開を前提としておりませんでしたもので、

皆さんに公開するということをちょっとお伝えしていなかったかとは思うんですけれども、

例えば、個人名が出ている場合もあろうかと思います。そういったところを抜きながら、

今後、可能であれば、公開しても差し支えないとは考えているところでございます。 

○田中副委員長 そうなると、すごくまたいいんじゃないかなと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 こちらの今の手法ですけれども、発展系として、ＡＩによるブロードリスニングみたい

なところでグラフィック化するというか、そういうことも考えられるんじゃないかと思う

んですけれども、そちらは将来的にいかがでしょうか。 

○印出井地域振興部長 この件については、多分、こういった青年部の会議とか町会長の

会議に限らずという話なのかなというふうに思いますけれども、今回、青年部の意見交換

の中で、やっぱり先ほど申し上げたとおり、何かやりっ放しにならないという中で、グラ

フィックレコーディングという形でやらせていただきました。今後、やはりもっともっと

多様な形で参加するとなると、グラフィックレコーディングもアナログで味があるんです

けれども、おっしゃるとおり、ブロードリスニングみたいなことも、もし回数を重ねる中

で、手法として適切かどうか判断して、採用については検討させていただきたいと思いま

す。 

○田中副委員長 ありがとうございます。大変期待するところであります。 

 もちろん意見を言っていただいて、それを実行に移していただくまでがすごく大事だと

思いますので、こういうふうに記録に残していただいて、かいつまんだ意見だけではない、

いろんなご意見というのを見える化していただくというのはすごく大事だと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

○赤海コミュニティ総務課長 今回、初めて青年部の方々の意見交換会を開かせていただ

いたんですけども、おっしゃるように、また７年度、意見交換会という形なのか、また、

別の形なのかはこれから検討しますが、こういった記録ですとか、どういったことをやっ

てきた、どういったようなご意見があったというのは非常に大事だと思っておりますので、

おっしゃるとおり、今後も、そういったものを継続しながら、何でしょう、アップグレー

ドというんでしょうか、してまいりたいと思います。 

○小林委員長 のざわ委員。 

○のざわ委員 あと、１ページ目の③の区への意見ですけども、町会加入への特典などの

具体的な解決策、これ、どのようなご意見があって、それに対して、どのようにお考えに

なっていらっしゃるのか、教えていただけたらと思います。 

○赤海コミュニティ総務課長 こちらのご意見は、まさにこのとおりの表記をしていただ

いていたような状況でございまして、具体的に、こういったものがいいとか、こういった
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ものが望ましいというような内容はございませんでした。一方で、区のほうといたしまし

ては、ちょっとこういったことに対して、いわゆる町会加入促進に向けた、こちらでいう

特典など、何かできるのだろうかどうだろうかというのを、ちょっと今、検討、研究して

いるという状況でございます。 

○のざわ委員 後で出てきますけど、防犯カメラもかなり補助率を上げていただいたり、

そういうことによって、まちが安心・安全とか、そういうのを広く町会の加入されたよう

な方に周知をするのもメリットになるんじゃないかなというのも思うんですけれども、ま

た、ぜひ、いろいろご検討を頂いて、町会へのメリットと加入へのメリットをぜひ増やし

ていただけたらと思いますが、いかがでしょうか。 

○赤海コミュニティ総務課長 はい。おっしゃるとおり、町会そのものがどういったこと

をやっていらっしゃるのかという周知が、これまでも答弁させていただきましたが、なか

なか区から町会はこういうものですよ、こんな感じなんですよというお知らせする場がな

かったなというところを感じているところでございます。そういったものを、今、ホーム

ページでどのように打って出るかということを改定作業を進めているところでございます。

また、加入をしていただく、加入促進のためにどうしていくかということも、引き続き、

検討してまいりたいと思っております。 

○のざわ委員 神田公園地区は、ホームページみたいなのがあるんですけど、全町会でそ

ういうホームページで皆さんに集まっていただくような周知というのは、していただくこ

とのご検討とか、いかがでしょうか。 

○赤海コミュニティ総務課長 今、連合町会単位という意味では、神田公園出張所地区、

神保町、それから、麹町、和泉橋の地域、幾つか連合町会単位でホームページを開設して

おります。これは、私どもの地域コミュニティ活性化事業という事業の補助金を活用して

いただきまして、連合町会の発意の下、ホームページを開設していただいたという経緯が

ございます。一方で、連合町会の中には、まだホームページなど、立ち上げていらっしゃ

らないところがあるというところで、そういったいわゆる技術的ですとか、人手などで、

なかなかご苦労されている部分もあるかなというふうに感じているところでございますが、

情報発信という意味では、そういった連合町会の方々にも、ホームページの開設など、ど

うでしょうかという勧奨を行っていきたいなというふうに考えているところでございます。 

○のざわ委員 よろしくお願いいたします。 

○小野委員 関連です。 

○小林委員長 はい。小野委員。 

○小野委員 今のまさに連合町会ごとのホームページについてなんですけど、課長ご説明

くださったとおり、活性化が維持管理までやっているというところで、そこを、今後、例

えば、町会単位でとかということを発信していくことになったときに、現在、活性化でや

られる事業って、ほかにもいろいろありますので、やっぱり限られた予算の中で、毎年毎

年、出だし、つくり出したのが活性化だから、維持管理も、未来永劫、活性化というとこ

ろがそぐわなくなってくる可能性というのが出てくるんじゃないかと思うんですけど、そ

ういったご意見が、今後、いろんなところで、情報発信ということが出てきたときに、ぜ

ひ、テーマに取り上げていただきたいなと思うんですけれども、その辺りのご意見という

のはいかがでしょうか。 
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○赤海コミュニティ総務課長 はい。ご指摘のとおり、今、地域コミュニティ活性化事業

という補助金の中で、２年度間で４００万円という、１連合当たり交付させていただいて

ございます。その中で、ホームページの管理運営、それから、イベント、両方やっていた

だいているという実情がございます。私が今年度こちらに来てから、余計、お声を頂いて

いるのが、やはり物価高騰などでいろいろと大変なんだという声は、直接もお聞きしてい

るところでございます。よって、どれぐらいというのは申し上げられないんですけれども、

活性化事業そのものの補助金の関係については、町会さん、連合町会さんへの補助金は

様々ございますが、そういったものの中で、仕組みの変更なども必要かなというふうに感

じているところでございます。こちらに関しては、やはりかなり多様な補助金がございま

すので、財政部署などとちょっと協議をさせていただきながら、できるところからやって

いきたいなというふうに考えているところでございます。 

○小野委員 はい。よろしくお願いします。 

○小林委員長 個別の課題の指摘がありますけど、今、来年度から各町会、連合町会もそ

うでしょうけど、各町会の課題、出張所がそれぞれの特徴、出張所長か、聞いて整理して

いかれる、補助金も含めて、全部整理していかれるということなんで、個別の課題を出し

ていくと、これをこうやっています、ああやっていますでは、ちょっと方向性ができない

んで、一度、やっぱり地域の課題点、どこの町会はホームページをやっている、やってい

ないもあるでしょうから、それはどういうふうに、どこにどういう補助をしていったらい

いのかというのを一度整理していただいているというところなんで、それをちゃんと整理

していただいて、一度整理したものを委員会に報告していただいて、議論していただかな

いと、個別のを出してきても、どれを一生懸命やりますと言っても、ちょっと方向性が出

てこないんで、その辺は、一度まとめて、部長のほうがご理解いただいていると思うんで

すけれども、各町会の中の出張所長や何かと整理をして、一度、報告いただければいいか

と思いますけど、どうしますか。 

○印出井地域振興部長 以前も、地域コミュニティの中核である町会の支援の進め方につ

いては、当委員会のほうで適宜ご報告していくというようなご指摘を受けたかなというふ

うに思います。予算審議の中でもご質問いただき、ご答弁申し上げましたけれども、今回、

重点事業としてオーダーメイド型の支援をしていくと。それに当たっては、それぞれの町

会の、私は寸法と申し上げましたけど、それについては、もちろん出張所長もしっかり把

握しているところもありますけれども、一定程度、町会の特性、個性、実態を把握して、

今の委員長のご指摘を踏まえると、ある程度類型化できる部分もあるかなというふうに思

っています。タイプに分けた中で、そんな中で、どういう支援をしていくのか、情報発信

できているところとできていないところ、それから、住民が多いところ、商店が多いとこ

ろ、その辺り、一定程度、類型化しながら、支援の方策の検討プロセスなど、報告できれ

ばいいのかなというふうに思っておりますので、またそういった機会を与えていただけれ

ばと思います。 

○小林委員長 よろしくお願いします。 

 ほかにございますか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小林委員長 それでは、（１）令和６年度町会長および婦人・女性部長研修会、青年部
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意見交換会についての質疑を終了します。 

 次に、（２）北の丸公園における観光事業等の報告について、理事者から説明を求めま

す。 

○髙橋商工観光課長 それでは、地域振興部資料２に基づきまして、北の丸公園における

観光事業２事業、こちらは９月の本委員会で開催のご報告をさせていただいたものですけ

れども、そちらの実施結果を報告させていただきます。 

 まず、インバウンド向け特別体験ツアーについてです。こちらの事業は、環境省が国民

公園である北の丸公園の今後の利用の在り方を検討するに当たっての試験的な位置づけと

して、また、観光協会や私ども区といたしましても、インバウンド向け事業であるとか高

付加価値ツアーというものを経験したことがなかったということで、観光庁の補助事業を

活用しながらチャレンジをしたというものでございます。 

 開催は、昨年１１月２０日、２１日の２日間、（４）の表にあるような事業を行いまし

た。 

 表をご覧ください。当初は、食事が含まれたフルパック、こちらがランチとディナーの

２種類、それから、浮世絵鑑賞などを主体としたライトパック、この３種類でございまし

た。参加金額は、フルパックがいずれも１０万円、ライトパックが２万円。定員の欄でご

ざいますが、こちらは最終の定員が記載されてございます。当初の定員は、フルパックが

ランチ、ディナーとも１００人、１００人で、両方で２００人、ライトパックが３００人

の５００人でございました。後ほどご説明いたしますが、ランチのフルパックは途中で販

売中止と判断をしております。参加者は、全体で１１１人となりました。 

 （５）で、こちらのイベントの参加者１１１人、こちらの内訳でございますけれども、

５７人が外国人、５４人が日本人でございました。その外国人の国籍は、ほとんど中国や

台湾の方で、全体といたしまして女性が多く、３０代、３０歳代から５０歳代で参加者の

ほとんどを占めてございました。 

 食事をされたフルパックでは、初日の２０日が、雨天のため、九段会館テラスで行いま

して、２日目、２１日は何とか北の丸公園の芝生広場で実施ができましたが、アンケート

によりますと、北の丸公園で実施したほうが満足度は高かったことが分かってございます。 

 （６）の収支でございます。全体といたしまして、９,４７０万円余、総収入額が８,６

０２万円と、残念ながら８６８万４,０００円ほどのマイナスとなってしまいました。 

 原因といたしまして、一つは、想定外の費用がかかったことでございます。想定外の費

用は２点ございまして、まずは、屋外で飲食を提供するための衛生面の確保ということで、

給排水設備の設置が必要だというご指導を頂きまして、そちらの設置と撤去の費用、こち

らは１５０万円かかっております。また、当時、雨と４０年ぶりの寒さがございまして、

こちらの対応といたしまして、急遽、九段会館テラスを２日間借り上げまして、そのほか

に、公園のパラソルヒーターなど、暖房設備の設置、それから、九段会館テラスでやった

ところの会場の変更、運搬、送迎、それから野点も変更したというところで、こちらが計

３００万円かかってございます。 

 もう一つの要因といたしまして、参加者が目標に達しなかったというところがございま

す。当初は、収入の見込みを、当初定員、先ほど申し上げた総定員数で５００人の部分で

すけれども、こちらの４割程度を見込んでいたところです。こちらに至らなかった額が約
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４４０万円ほどでございました。 

 不足額でございますが、令和６年度の区の観光協会補助金のうち、執行しなかった部分、

通常ですと、精算行為をして区に戻すというところでございますけども、こちらで支払う

とともに、観光協会が区内の商店と造成したコンテンツ部分については、観光協会が支払

うというところでございます。 

 次のページをお開きください。今回の事業に当たりまして、その経緯などを書かせてい

ただいております。 

 今回、区としましても、観光協会といたしましても、初めて観光協会補助金を活用した

イベントにチャレンジしたというものでございますが、実施が確定するまでに、多くの時

間と手間を要しまして、結果として、十分な募集期間が確保できませんでした。 

 ちょっとここには書いてはいないんですけれども、簡単に時系列で申し上げますと、５

月３０日に観光庁からの採択通知がございまして、その後、観光協会と観光庁が何度も調

整をして、実施計画書というものをつくってまいりました。こちらが最終的に確定したの

が７月３１日、それを基に観光庁のほうが最終判断をして、やっていいよというゴーが出

る、観光庁と契約を結んだのが９月１０日、その後、主催者となる３者、環境省、観光協

会、区の３者でございますが、で事業実施協定を締結して、チケットの販売開始ができた

のが１０月１日となりました。通常、海外旅行されるという方は、おおむね３か月前には

申込み手続をされると聞いておりますけれども、実際１か月半程度になってしまったとい

うところは痛手でございました。また、開催日の天気が、１１月としては４０年ぶりの急

な冷え込みになる、また、当日、雨になるということが１０日前から発表されまして、申

込みの伸びが伸び悩んだというところでございます。 

 このような状況を受けまして、まず、食事のあるフルパックのうち、申込みがなかった

ランチの販売を早々に中止いたしまして、コストを抑えました。また、インバウンド限定

だったものを解除して、日本人の方にも参加できるようにした上で、日本人の方には、早

期申込みであるとか、観光協会の会員申込みなどのような割引価格を設定して、一人でも

多い集客に努めました。ただ、それでも、結果として目標を達成することができなかった

というものでございます。 

 最後の点でございますけれども、とはいえ、今回のことで、観光協会は、環境省や東京

国立近代美術館との連携であるとか、文化財を活用した観光展示、それから、区内商店と

連携したコンテンツ造成といったことにチャレンジすることができたと考えてございます。 

 続きまして、次のページございます、２の幼児を持つ保護者を対象とした回遊調査でご

ざいます。 

 こちらは、区が直接実施して予算執行したものでございますけれども、北の丸公園の中

の見本園という会場で、１２月１４日から３月８日までの全６回行い、５４４人もの皆様

にご参加いただきました。 

 今回は、アンケートについても実施しておりまして、私どもの当初想定を外れたものと

かもございましたので、そちらについてご紹介させていただきます。 

 まず、②の参加者の居住地でございますけれども、今回、区の広報紙であるとか、ＳＮ

Ｓ、区民ポータルでのプッシュ通知など、それから、全保育園や児童会のポスター掲示な

どを行って、周知をしました。区外の方にはお知らせしていなかったんですけれども、Ｓ
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ＮＳ等を見てお越しになったという方は、直接、お話を伺ってございます。 

 また、次のページの⑤でございますけれども、子どもを遊ばせたいと思う環境というの

には、自然や自然素材のおもちゃということも大事だということは分かったんですけども、

何より、ご自身もリラックスできる環境があるということも重要だということも分かりま

した。 

 今回、非常に得難い情報を頂きましたので、今後の回遊施策等を検討する際に参考にし

てまいりたいと思います。 

 説明は以上でございます。 

○小林委員長 はい。説明が終わりました。委員の皆様からの質疑、質問を受けます。 

○永田委員 今回、不足額が発生してしまったということで、それは天候の問題とか、い

ろいろあったと思うんですけど、反省点の中になかったんですけど、これ、高級路線に振

り過ぎたということもかなり大きな問題ではないかと思いますが、その点、いかがでしょ

うか。 

○髙橋商工観光課長 委員のおっしゃるとおり、今回、高付加価値ツアーというのがもと

もと観光庁のほうから事前の条件としてつけられていて、どこまでやるべきか、また、雨

とか想定しない事態が起こったときにどうしていくか、これをしっかりと事前に検討する

時間がなかなかなかったというところもございまして、その結果になったのかなとは考え

ております。 

○永田委員 そういった反省も含めて、今後に活用していくということでは納得いたしま

すが、例えば、この辺、人が集まる時期にこういったものを合わせて開催するというのも

いいかと思います。例えば、乾通りの通り抜けだったりとか、桜の季節、その時期であれ

ば、必然的に人も増えて、それに合わせて何かイベントを開催すれば、人も集まってきて、

その中で収入も得られるような効果もあるということもあると思いますが、そこら辺の、

今後開催する予定があるならば、計画があるならば、そういったことも考慮してほしいと

思いますが、今後についてどのようにお考えですか。 

○髙橋商工観光課長 まず、今後についてということで、全体を申し上げますと、１回、

この観光庁の補助事業というのがまたちょっと来年度以降変わりまして、半額を出すとい

うような形になるということで、ちょっと、こちらの事業をそのまま続けるということに

は、一度立ち止まって検討が必要かと思っております。一方で、今後、北の丸を活用して

何かをしていくといったときの連携でございますけれども、今回も、実は、宮内庁と連携

いたしまして、皇居の中のツアーをやられたのと連携をさせていただいたというところが

ございました。一方で、それは、少しもともと皇居が行うものと時期もずれていたという

ところがございまして、やはり周知には問題があったんだろうと思います。できれば、そ

ういった公にされている情報と連携をしていきたいと思っているんですが、なかなか皇居

のほうも、宮内庁のほうでも、いつの段階からこれをやるよというのを公にできないとい

うところもございまして、そういったことも踏まえて、今後は検討をして、何ができるか、

どうやったらさらに千代田区内の回遊であるとか、それぞれの主体を活用していけるかと

いうのを考えながら、実施していきたいと思います。 

○永田委員 このイベントが開催された後、この旧近衛師団司令部の工芸館のところ、あ

そこがしばらく無料で中身が開放されていたんですけども、そういったことももう少し周
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知が必要だったのかなとか、このイベントがあった後、あったからこそ、そういったこと

もあったんじゃないかと思って、私、たまたま気づいて、無料で見学できて、これは非常

に貴重な経験だったのかなと思いながら、武道館にライブを見に来ていた人たちがそれに

気づいて、結構、見に来ていたりとかしていたんですけども、あそこの工芸館のところ、

今使っていないんで、そこの活用も含めて、お答えください。 

○髙橋商工観光課長 実は、そちらの公開を私ども把握してございませんでして、私も後

からそういうのがあったと聞いたところでございまして、もし、事前に把握できていれば、

区民の皆様にもお知らせできたかなというふうにちょっと残念に思っているところでござ

います。 

 また、こちら旧近衛師団の司令部庁舎について、国のほう、こちらは恐らく文化庁が所

管することになるかと思うんですけども、どのような貸出しをするかというのを、今、何

か検討中なところもあるようですので、そういったところも踏まえて、今後、何ができる

のか。また、この庁舎だけじゃなく、この北の丸の中では、門とかもございますので、そ

ういったものも活用をどうできるか、一緒に検討させていただければ、ありがたいなと思

っているところです。 

○永田委員 多分、恐らく工芸館の開放は急遽決まったのかということで、そこの情報が

なかったということは理解しますけど、せっかく、今回、こういう計画の中で、観光庁、

宮内庁、環境省と連携というのが、そういうのがそういうきっかけになると思うので、今

後、ぜひ、より連携を強化して、また、これ、イベントだけではなくて、千代田区全体の

活性化につながるような方向性につなげていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○髙橋商工観光課長 ありがとうございます。 

 委員おっしゃるとおり、今回、本当に貴重な機会を頂きました。何が貴重かと申します

と、やはり、今までなかなか連携できなかった国の様々な施設とも、例えば、公文書館で

あるとか、宮内庁であるとか、そういったところとの連携が実現したところでございます。

そこをやはりいかに手放さずといいましょうか、今後、拡大ができるのか、そういったこ

とをやはり主体が違いますので、いろんな考えをお持ちだと思うんですけども、そういっ

た中で、一緒に連携できればなと思っております。 

○永田委員 はい。結構です。 

○小林委員長 はい。 

 ほかにございますか。 

○小野委員 ご報告ありがとうございます。 

 このインバウンド向けの特別体験ツアーについては、今、永田委員の質疑の中でいろい

ろ出てきまして、私も、ちょっと時期はやっぱり気になるかなと思いました。どうしても

寒い時期ですので、それは、子ども向けの遊び場の事業も同じで、１２月１４日から――

３月８日は比較的暖かかったかもしれませんけれども、寒い時期だったので、もしかした

ら、もう少し時期が変わると、また行く方々、お子様向けのほうは結構多いとは思うんで

すけれども、さらに正解だったんじゃないかなと思うんですけれども、その辺りについて

は、どのように捉えていらっしゃいますか。 

○髙橋商工観光課長 まさに、ちょっと時期につきましては、もともとこの時期にした、

インバウンド向けのものについても、紅葉というところもございました。また、遊び場に
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ついては、例えば、春であるとか夏の人がすごく多い時期については、お子さんたちが安

心して遊べないというところもあったのと、初めてというところもございまして、ちょっ

と１回やってみるというところもございました。そういった中で、遊び場につきましては、

皇居外苑の事務所の方々もおっしゃっていたんですけど、落ち葉がおもちゃになるという

のを初めて私たちも認識いたしまして、今回、落ち葉プールというようなものに、子ども

たちがはしゃいで中で落ち葉まみれになって遊んでいる姿を見て、非常にほほ笑ましく思

ったところでございましたけれども。今回、秋は、そういうよかったこともあった。また、

お子さんたち、やっぱり子どもは風の子じゃないですが、元気に遊んでいらっしゃいまし

たので、今後そういった回遊について考えるといったときも、今回の経験を生かしていき

たいと思っております。 

○小野委員 ありがとうございます。 

 その季節季節の味がある場所だと思いますので、こうして１回つないでもらって、そし

て、今後も何かしらの形でこういった連携が組めるという状況をまずは組んでいただいた

ことに、とてもありがたいなというふうに思っております。特に、この遊び場事業は、移

動式遊び場が主体になってやってくださったと思うんですけれども、それぞれの地域の持

ち味というのを生かして、いろんな遊びというところをしっかりと開発してやってくださ

ると思いますので、また次年度も、こういった取組が環境省さんと共催ができるというこ

とであれば、ぜひともやっていただきたいなと思いますけれども、その辺りの計画につい

ては、多少は見込みがあるんでしょうか。 

○髙橋商工観光課長 まず、遊び場につきましては、来年度、子ども部で予定していると

いうふうに、北の丸公園でですね、聞いてございます。観光、もしくは、こういったイベ

ントとしましては、一旦、予算上の計上はさせていただいていないんですけれども、どの

ようなことができるのか。場合によっては、文化財といった場合には、文化財事務室等と

の連携というのも必要になってくると思いますので、そういったところの連携をしっかり

して、何ができるか考えていきたいと思います。 

○小野委員 はい。ありがとうございます。 

○小林委員長 のざわ委員。 

○のざわ委員 細かいことなんですけど、この８６８万で、観光協会のところと一緒にや

った方で、コンテンツを引き取るのにもお金がかかりましたと聞こえたんですけど、その

方は実害というか、そういうのはなく、円満にやっていらっしゃるんでしょうか。 

○髙橋商工観光課長 申し訳ございません。私の説明の仕方が悪かったものでございます。

観光協会は、今回、例えば、野点をするときにお茶と一緒にお茶受けを出すんですけれど

も、そういったものを区内の和菓子屋さんと一緒に、今回のためのお菓子を作ったりしま

した。そういったところについては、観光協会が負担しますというところでございます。

特段、お店側に何かマイナス面があったというものではございません。 

○のざわ委員 あと、これだけすばらしい取組で、給排水施設１５０万かかるとか、いろ

んな経験もあると思うんですけど、これ、レポートというか、効果検証等々をそういう記

録に残すこと、もしくは、費用は、この中に、９,４７０万に入っているんでしょうか。 

○髙橋商工観光課長 まず、こちら、観光庁の補助事業といいますが、形としては、観光

庁から委託されるというような形式になってございます。その意味で、観光庁に対して、
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結果の報告をするという必要がございますので、その書類を作成する経費は入ってござい

ます。 

○小林委員長 よろしいですね。 

○のざわ委員 ありがとうございます。 

○小林委員長 はい。大坂委員。 

○大坂委員 今ののざわ委員の質問とかぶるんですけれども、不足額が８６０万とはいえ、

観光庁からの補助金が８,０００万入っていると。これは、国からの補助金だけれども、

国の税金でもあるというところで、これだけの税金を投入して、その成果がどうだったの

かというところがやっぱり非常に重要だと思っています。様々ご苦労された経験というの

がどこまで今後の観光事業に生かしていけるかというところが非常に大事になってくると

思うんですけれども、トータル、これだけお金がかかった中で、そこの点について、総括

としてどういうふうに感じていらっしゃるのか、お答えください。 

○髙橋商工観光課長 まずは、区といたしまして、区民の皆様にどうできるかというのを

考えながら、やはり、こういった観光事業というのを進めなきゃいけないかなというふう

に考えているところでございます。今回、インバウンド向け事業を初めて実施して感じた

のは、やはり、区内、もともと外国の方が非常に多いなというところがあって、このイベ

ントが、私どもはとてもいい経験になりましたけれども、どんなふうに経済にいい影響を

与えたのかというところまで、正直言って、つかめなかったところがございます。やはり、

そういったことも含めまして、せっかく千代田区にある北の丸公園、それから、皇居外苑、

そういったところと連携して、区民の皆様にもどのように使っていただくか、こういった

視点で考えていくというのも大事かなというふうに考えているところでございます。もち

ろん観光事業として何ができるかは考えてまいりますが、そういった軸足をどこに置くか

というのもしっかりと考えて、検討してまいりたいと思います。 

○大坂委員 しっかりと検討していただきたいなと思います。やはり、やってみて、今、

インバウンド、非常に海外から外国人の方がいっぱい来ていますけれども、そこに乗っか

るということがそんなに簡単なことじゃないよというのが、すごくよく分かったのかなと

いうふうには思ってはいるんですけれども、だからといって、それをもう無理だよという

ことも、区としてはやっちゃいけないことだと思っていますし、次年度、補助金が半額に

なるかもしれないという中で、最初から手を挙げないんじゃなくて、やっぱり、その中で

も何ができるのか、こうしたらもっと行けるんじゃないかとか、むしろ補助金なんかなく

ても、何かしらのイベントができるというぐらいのヒントは、今回どこかにつかんでほし

いなというふうには感じています。その辺、いかがでしょうか。 

○髙橋商工観光課長 大坂委員のおっしゃるとおりかなと思います。私ども、今回、かな

り対応が、想定外の対応に振り回されたところもございまして、今後やっていくときに、

そういったことを事前にどこまで進められるかという観点でしかなかなか考えられなかっ

たところがございますけれども、例えば、費用をかけなくて、インバウンドの方にも立ち

寄っていただく、回遊していただく、そういったこと、何ができるのか、ちょっと改めて

今後検討させていただきたいと思います。 

○大坂委員 ぜひ、検討をお願いします。 

 先ほどから課長もおっしゃられているとおり、様々な今まで連携してこなかった省庁と
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のつながりができたというところも一つ大きな財産にもなるでしょうし、北の丸公園です

とか、また、そこから皇居のほうに広げていくとか、そういったいろんな視点ができたと

思いますので、その点も十分生かしながら、また、区民のためにどういうことができるの

かというところも十分考えながら、進めていっていただければと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

○印出井地域振興部長 大坂委員ご指摘のとおり、今回、様々に経験ができたのかなと。

かなり複数の視点から、一つは、観光協会が自ら国の補助金を取ってやるということにつ

いては、これは多分初めてのことじゃないかなということです。それから、観光庁のイン

バウンド向けの高付加価値の事業をするということについても、これは、基本的に地方な

んかでは多いんですけれども、都心部でチャレンジしたということについては、またいい

経験であったというふうに思います。 

 それと、もう一つ、非常に重要なのが、今までやっぱり皇居周辺の静ひつな空間という

ことで、皇居外苑や北の丸公園の活用に当たっては、様々な制約があったところ、国のほ

うの考え方も変わる中で、観光振興、文化振興に活用していこうと、それに対して、環境

省さんは、ぜひとも千代田区、地元区と協力したいというような形で、今回、共催という

形になりました。いわゆるユニークべニューという形で、新宿御苑なんかでもやっていま

すけれども、そういった取組を北の丸公園でもやると。これについても、今後、どういう

可能性があるのかについては、我々としても、非常に勉強になったのかなというふうに思

います。 

 千代田区でありながら、なかなか千代田区が手を出せなかったというか、連携できなか

ったところでもあるので、今後、こういった経験を生かして、また、関係官庁や関係機関

との連携を生かして、観光振興、文化振興、それから、区民の福祉の向上につなげてまい

りたいというふうに思います。 

○小林委員長 はい。田中副委員長。 

○田中副委員長 今回、この北の丸公園のインバウンド向け特別体験ツアーは、初めての

試みということで、いろいろご尽力いただいたり、ご対応いただいたり、ありがとうござ

いました。 

 先ほどご説明がありました、インバウンド限定を解除するというのがあったんですけれ

ども、これの大体の時期というのはいつ頃だったんでしょうか。一番最初に、この委員会

でご説明いただいたときは、インバウンド限定ということだったと思うんですけれども、

どのような経緯でそうなったのか。 

○髙橋商工観光課長 日程までは、観光協会のほうで判断をしたところがありますので、

ちょっと手元にはないんですけども、１０月１日に申込みの開始をいたしまして、１０月

半ばから下旬ぐらいだったと記憶してございます。このときに、やはり、ランチについて

は、もう今のところないよと。一方で、１人、２人でも申込みがあると、用意しなくちゃ

ならないというところが出てきてしまいますので、まず、もう、そこはこのままいくと赤

になる可能性が大きいということで、１回、もう終わりにするという判断をさせていただ

いたところでございます。 

○田中副委員長 そうすると、解除された理由と、どの方が判断されたのか。区が判断し

たのか、それとも、観光庁とかが判断されたのか、教えてください。 
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○髙橋商工観光課長 観光協会がマイナスが出てしまうというところも常に考えておりま

したので、観光庁と相談して、その時期に決めたというふうに認識しております。 

○田中副委員長 ありがとうございます。 

 最終的に、参加者の割合がほぼ五分五分ということで、やはり、日本人の方の関心がお

強いのかなという。後からの申込みだったにもかかわらずということで、今後、こういう

ことをされるときに、今回のことを参考にされて、最初から限定せずにという方向で考え

られているのかなと思いますが、いかがでしょうか。 

○髙橋商工観光課長 はい。そうですね。今回、もともとが補助金の性質がインバウンド

向けというところがあったので、最初はインバウンド向けで入りました。その上で、今回、

後からではございますが、また、多く参加していただくために、観光協会の会員とか、

様々な方々にも参加していただいたという中で、日本人が結果的に半分ぐらいになったと

いうところはありましたが、やはり、参加された方々は、この北の丸の公園の中の空間が

とても居心地がいいものとして受け止められたというふうに聞いておりますので、今後、

日本人に向けた、もしくは、区民に向けた、そういった事業を検討していくのは非常に重

要なのかなと思っておりますので、もちろんインバウンド向けについても考えてまいりま

すけれども、そこも併せて検討してまいります。 

○田中副委員長 ありがとうございます。ぜひ、区民向けなどにも検討していただきたい

と思います。 

 あと、この５４人の参加者、日本人の方なんですけれども、区内の方なのか、どこの方

なのかなどは、もしお分かりになればということと、あと、早期申込み、早割りみたいな

ものをなされたということなんですけれども、私も、ちょっとホームページとかをちょく

ちょく見ていたんですけれども、そういうのは見当たらなかったような気がするので、ど

のような形で募集されたのか、お願いいたします。 

○髙橋商工観光課長 はい。こちらについては、ホームページ等は全体向けにしていたと

ころでございますので、観光協会のほうで人を集めるに当たって、会員をはじめ、そうい

った価格設定をした上で、一人でも来てくださいということをしたというところはござい

ます。ちょっと参加者の中で、区内の人はいたというのは伺っているんですが、何人とい

うのは聞いていないのと、あと、割引をされたのも、会員割引だったのか、早期割引だっ

たのかと、ちょっとその分けも聞いておりませんで、手元にないというところでございま

す。 

○田中副委員長 分かりました。そういうふうに、参加者が伸び悩んで、こういう価格設

定を変えたりとかされているということで、今、日比谷図書文化館の催しをはじめとして、

千代田区民への二重価格の設定なども進んでおりますので、ぜひ、こういうイベントも千

代田区民向けの二重価格なども検討していただけたらなと思います。 

○髙橋商工観光課長 たしか前回の委員会のほうでもちょっとお答えさせていただいたん

ですけれども、例えばですけれども、マイナンバーカードであるとか、そういったものを

使って、明確に分かるようになれば、できるように常に考えてまいりたいと思います。 

○小林委員長 はい。よろしいですか。 

○田中副委員長 はい。 

○小林委員長 はい。のざわ委員。 
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○のざわ委員 先ほどの環境省へのレポートを作成されるということだったんですけど、

そういうのは、ホームページ等々で開示はされていかれるんでしょうか。 

○髙橋商工観光課長 はい。今のところ、それは開示することを前提とされたものではご

ざいませんので、今のところ、開示の予定はございません。 

○のざわ委員 せっかくですので――委員長、すみません。効果検証等々の、かなりの金

額がかかっていますし、次も４,０００万ぐらい環境省から出させていただいてご検討と

いうことですので、アウトプットとして、皆様に広く周知されるのもいいかなと思うんで

すが、いかがでしょうか。 

○小林委員長 もう回答が出ていますんで。 

○髙橋商工観光課長 ちょっと、その辺り、観光庁の考え方もあろうかと思いますので、

その辺り、確認させていただきたいと思います。 

○小林委員長 はい。よろしいですか。 

○のざわ委員 はい。 

○小林委員長 はい。 

 ほかにございますか。いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小林委員長 それでは、（２）北の丸公園における観光事業等の報告についての質疑を

終了します。 

 次、行きます。（３）防犯カメラの新設及び更新に係る補助の見直しについて、理事者

から説明を求めます。 

○尾上安全生活課長 地域振興部資料３、防犯カメラの新設及び更新に係る補助の見直し

についてご説明いたします。 

 ご承知のとおり、区内の町会、商店街が設置している防犯カメラの補助金は、東京都と

区の予算を合わせて交付されておりますが、昨今の闇バイトが関係すると思われる強盗事

件等が発生する中、都民の体感治安の悪化とともに、防犯意識が高まっている状況から、

東京都が令和７年度から２年間の時限措置として、防犯カメラの補助率を引き上げ、町会

等の負担率が軽減されることになりました。 

 資料左側、現行の防犯カメラの補助は、町会等がカメラを新規もしくは更新設置した場

合は、東京都と区が合わせて１２分の１１を補助しており、町会等が１２分の１の負担を

行っています。また、その下、商店街がカメラを新規もしくは更新に設置した場合は、東

京都と区が合わせて１２分の１０を補助し、商店街が残りの１２分の２の負担を行ってい

ました。 

 資料右側、このたび、東京都が示す令和７年度から８年度までの２年間の時限措置にあ

りましては、町会が新規もしくは更新を設置した場合は、東京都、区が合わせて２４分の

２３を補助し、町会等が２４分の１に軽減され、またその下、商店街が新規もしくは更新

した場合、東京都、区が合わせて１２分の１１を補助し、商店街の負担率が１２分の１と

軽減されることになりました。 

 続いて、資料裏面になりますが、東京都の防犯機器等購入緊急補助事業についてご説明

いたします。 

 ご説明のとおり、防犯カメラについては、町会や商店街の地域団体を対象に、これまで
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補助金を交付しておりましたが、このたび、資料のとおり、昨今の治安情勢を踏まえ、令

和７年度から２年間の時限措置として、区市町村が住民個人に対して防犯機器等の導入を

支援する事業を行う場合は、東京都が防犯機器等購入緊急補助事業として補助することに

なりました。千代田区につきましても、昨今の犯罪が多様化、複雑化する中、区内も匿名

流動型犯罪グループが関与していると思われる特殊詐欺の被害が昨年は５３件、前年比プ

ラス３７件と、大幅に増加したことから、来年度から当該補助事業に取り組むことになり

ました。 

 なお、開始時期にありましては、現在、関係部署と検討しておりますので、方向が決ま

り次第、改めてご報告させていただきます。 

 以上になります。 

○小林委員長 はい。これも、ちょっと説明して。 

○尾上安全生活課長 詳細、この補助事業の詳細にありましては、区が――すみません、

都が２分の１を補助するのですが、区のほうで、自治体のほうでも、その上乗せ、２分の

１の上乗せをすることができる、これは区のほうで判断することになっております。また、

対象となる機器にありましては、あくまでも個人向けの侵入等の防止機器、防止の防犯機

器になりますので、このような防犯カメラだったり、カメラ付きインターホンだったり、

防犯機器等が対象になっております。 

 費用にありましては、これまでの相場として、防犯カメラの設置が２万円、防犯フィル

ム、記載のとおりになりますが、カメラ付きインターホンも２万円程度となっております

ので、上限２万円として、東京都のほうも基準を示しております。 

 以上になります。 

○小林委員長 はい。説明が終わりました。委員の皆様の質疑、質問を受けます。 

○のざわ委員 非常に好ましいものだと思うんですが、これ、法人のほう、いろいろご検

討いただけているというふうにお話があるんで、入っていたら申し訳ないんですが、法人

の設置も、まず、可能なんでしょうか。 

○尾上安全生活課長 今回、東京都が示したこの事業にありましては、あくまでも個人向

けということで、法人は対象外になっております。 

○のざわ委員 あと、カメラは、ここには設置というふうに書いてあるんですが、取付け、

維持管理と、２年間ですから、付け替えは難しいですけど、そういうところもご検討いた

だけるとうれしいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○小林委員長 すみません。もう一度、質問してください。よく分かりません。 

○のざわ委員 すみません。防犯カメラは、新規設置と維持管理と付け替えのところの３

パターンが千代田区の場合は補助の対象になっていると思うんですが、今回、個人の場合

の補助のほうなんですけれども、いろいろご検討いただけるということですので、２年間

という時限で、今後どうなるか分からないんですが、維持管理、付け替えはないかもしれ

ませんが、そこら辺の補助というのもご検討いただけるものなんでしょうか。ご検討いた

だけるとうれしいんじゃないかなと思いましたが、いかがでしょうか。 

○小林委員長 今回入っていますかということ。 

 安全生活課長。 

○尾上安全生活課長 申し訳ございません。この事業にありましては、東京都のほうでも、
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今回の時限措置ということで、東京都の補助を受けながら、千代田区のほうでもこの事業

を取り組むのですが、今回、東京都のほうでは購入のみの補助で、維持管理費というのは

含まれておりません。 

○のざわ委員 どうもありがとうございます。 

 あと、この表のところなんですけれども、令和７年度から、子ども部のほうで通学路の

防犯カメラの取付けをご検討されるというようなお話を伺っているんですが、これは、こ

れの中に入っているもんなんでしょうか。それとも、また別の立てつけなんでしょうか。 

○尾上安全生活課長 子ども部が令和７年度に取り組む防犯カメラにつきましては、東京

都が行っている通学路の防犯カメラの補助事業になりまして、今回とは別のものになりま

す。 

○のざわ委員 はい。どうもありがとうございました。 

○小林委員長 ほかにございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小林委員長 はい。それでは、（３）防犯カメラ……（発言する者あり） 

○尾上安全生活課長 すみません。配付した資料の間違いの訂正を行います。 

○小林委員長 はい。訂正です。どこですか。 

○尾上安全生活課長 すみません。現行の町会等が行っている防犯カメラの更新の補助率

なんですが、東京都と区と合わせて１２分の１０となっておりますが、訂正で、１２分の

１１となります。資料の間違いになります。その１か所のみです。 

○小林委員長 はい。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小林委員長 はい。それでは、（３）防犯カメラの新設及び更新に係る補助の見直しに

ついての質疑を終了します。 

 次に入ります。（４）内幸町ホール改修工事閉館中の対応について、理事者から説明を

求めます。 

○菊池文化振興課長 内幸町ホール改修工事閉館中の対応について、地域振興部資料４に

基づきましてご説明いたします。 

 内幸町ホールは、令和７年度から大規模改修に入りまして、ホールの利用ができなくな

ってしまうことから、これまでの区民の文化芸術活動の場が損なわれる状況となります。

このため、近隣区における同等施設を利用する場合の利用補助制度と区有施設及び民間ホ

ール等の利用拡大等を図ることで、区民の文化芸術活動を継続的に支援してまいりたいと

考えております。 

 まず、項番１、利用者を経済的に支援する施策としての代替施設の利用補助についてで

すが、内幸町ホールの改修工事期間中に、区民や区民団体が千代田区や近隣区の民間ホー

ル等を利用した場合の施設利用料について、内幸町ホール利用料との差額相当分として、

１団体２４万円を上限に補助するものでございます。補助対象者は、千代田区内に住所を

有する個人または代表者及び構成員の半数以上が区民である団体を想定しております。 

 次に、項番２、加えまして、利用者の文化芸術活動の場を確保する施策として、区民ホ

ール及び区内の民間ホール等との連携強化を進めてまいります。具体的には、区有施設で

は、保健福祉部所管のいきいきプラザ一番町のカスケードホール、また、民間施設では、
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永田町の星陵会館と相互利用協定を結びまして、区民の文化芸術活動に利活用できるよう、

環境整備を進めるものです。 

 まず、カスケードホールにつきましては、従来の福祉目的利用を優先としつつ、本来業

務に支障のない範囲で、区民や区民団体による文化芸術活動利用を認めることとします。

一方、民間ホールである星陵会館につきましては、今回、新たに、双方で連携協力協定を

結びまして、従来の会館運営に支障のない範囲で、都立日比谷高校ＯＢ・ＯＧ以外の区民

や区民団体が文化芸術活動にも利用できるようにするものです。 

 なお、これらの協力体制につきましては、内幸町ホール改修工事終了後も継続してまい

りたいと考えております。 

 最後に、項番３のその他です。今後、事務局におきまして、改修後の内幸町ホールの利

用再開後の料金体系や、予約申込み制度の見直しについても検討してまいります。新たな

内幸町ホールのニーズなども踏まえ、これまでご説明申し上げました工事閉館中の対応に

ついて、効果検証なども行いながら、区民や区民団体への利用料金割引や優先予約制度の

導入の可能性などについて、検討してまいります。 

 ご説明は以上です。 

○小林委員長 はい。説明が終わりました。委員の皆様からの質疑、質問を受けます。 

○大坂委員 内幸町ホールの改修に伴って必要な補助事業だと認識をしていますが、この

補助を受けられると思われる団体、要は、その要件に当てはまっている団体というのがこ

の１年間でどの程度内幸町ホールを利用していたのかというのがそのまま次の年の補助が

必要な団体数につながるのかなと思うんですけれども、それは、実態の把握としてはどの

ような形になっていますでしょうか。 

○菊池文化振興課長 新たに団体として加わるものがどの程度あったのかというのは、申

し訳ございません、把握しておりませんが、団体数としましては、大体１０団体ぐらいか

なと思っております。 

○大坂委員 ということは、年１回程度ですので、１０団体が２４万、上限ですけれども、

その程度の予算で十分だろうというふうに認識をしているんでしょうか。 

○菊池文化振興課長 利用する団体がどの程度の規模のホールを利用されるかにもよるん

ですが、我々としては、同等程度のこういったホールを使った場合には、この２４万円の

補助が活用できるのではないかなと考えております。 

○大坂委員 また新たにこれから先、今まで使っていなかったけれども、次年度以降、そ

ういった文化的な活動をしたいというような区民の方々が手を挙げた場合というのは、こ

の補助金というのを活用できるのか。その辺の要件はどうなっているんでしょうか。 

○菊池文化振興課長 その場合、どちらを優先するかというような優先的な考え方は、取

っておりません。まず最初に、この制度を活用されたいということで手を挙げられた団体

を優先して、この制度を導入してまいりたいと考えております。 

○大坂委員 その辺り、しっかりと周知をして、区民の方々にとって、有利、不利がない

ように、しっかりと対応していただきたいんですけれども、その点はいかがでしょうか。 

○菊池文化振興課長 申請をしていただいた段階において、事務局において、きちっと審

査をさせていただきます。この区内の文化芸術活動に資する活動であるといったことが認

められた場合にのみ、こういった交付金を拠出するといったことにさせていただきたいと
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思います。 

○小林委員長 いいですか。 

 米田委員。 

○米田委員 代替施設を借りる際の補助金だとあります。近隣区のホールを借りるとあり

ます。例えば、文京でいったら、文京シビックとか、そういったところになるのかなと思

っています。こういったところは、非常に混雑していると、年間、伺っております。そう

いった混雑しているところに対しての区の補助とか、代わりに予約しやすいようにしてあ

げるとか、こういったことは考えられていますか。 

○菊池文化振興課長 混雑状況に合わせた区からの何らかの支援というのは、今のところ

考えておりません。ですので、そういった混雑したホールを使いたいという団体の方々に

は、早め早めにこの施設の利用を考慮していただければというふうに思います。 

○米田委員 大体、ホールというのは、割とイベントというのは重なる時期が多いんで、

結構混雑しております。その辺のところ、しっかり交通整理をしていただきたいなと思っ

ているんですけど、いかがでしょうか。 

○菊池文化振興課長 この制度と併せまして、文化事業助成という制度も行っております。

こちらにつきましては、事前に１年ぐらい前に申請を受け付けまして、事業計画を審査さ

せていただきます。そういった形と同等の形を取っていただければと思いますが、なるべ

くそういった形で申請を早くしていただくことで、我々としても、補助の拠出というもの

を早めることができると思いますので、周知につきましては、我々も積極的に行っていき

たいと考えております。 

○米田委員 ぜひ、ご協力していただければなと思います。 

 千代田区内で、カスケードホールって、今、ありました。このカスケードホール、今、

非常に使い勝手が悪いと聞いておりますんで、福祉のほうになると思いますんで、その交

通整理もお願いしたいなと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○菊池文化振興課長 はい。福祉部門と我々も交渉させていただいておりまして、なるべ

く使っていただきたいというような要望も承っております。可能な限りで、我々の文化活

動の支援の形で使っていただけるように、我々も支援していきたいと思っております。 

○小林委員長 いいですか。 

 ほかにございますか。いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小林委員長 それでは、（４）内幸町ホール改修工事閉館中の対応についての質疑を終

了いたします。 

 それでは、暫時休憩します。 

午後３時１６分休憩 

午後３時２５分再開 

○小林委員長 それでは、再開します。 

 次に、（５）第４次千代田区子ども読書活動推進計画の策定について、理事者から説明

を求めます。 

○菊池文化振興課長 それでは、第４次千代田区子ども読書活動推進計画の策定につきま

して、地域振興部資料５に基づきましてご説明させていただきます。 
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 本件につきましては、１２月２５日の本委員会におきまして、素案の内容についてご説

明させていただきました。その後、パブリックコメント、庁議、あるいは教育委員会等に

諮りまして、修正がございましたので、その説明をさせていただきます。 

 まず、パブリックコメントの実施報告です。 

 項番１です。令和７年１月２０日から２月７日の期間で、ホームページ、ＳＮＳ、区広

報等を通じて、意見公募を行いました。その結果、５名、７件の意見がございました。 

 資料５－２をご覧ください。幾つか類型化できる意見もありますので、かいつまんでご

説明をさせていただきます。 

 まず、１番のご意見です。こちらは、希望する本の配本に関する取組についてのご意見

です。これと同等、同様の意見は№.６の意見かなというふうに思っております。併せて

ご参照ください。№１のご意見ですが、子どもたちに自分用の本をプレゼントしてはどう

か。区内の小中学校の生徒や父兄等に読み終えた本の寄附を呼びかけ、希望する子どもの

家庭に配る方法もある。このような作業にボランティアの活用が考えられるという意見で

す。 

 №６をご覧ください。図書館の本を配本するなどの拡充を図ると、乳幼児期に多くの本

に接するよい機会となるのではないか。また、学童クラブとも連携を図るとよいのではな

いか、指導員の方なども読書の担い手として有効ではないかというご意見です。 

 これに対する区の考え方ですが、まず、１番のご意見に対しまして、子どもたちへの本

の配布事業として、千代田区図書館では、千代田保健所が実施している３～４か月児健診

を利用して、司書おすすめの絵本が入ったブックスタートパックを配布しています。また、

図書館で寄贈を受けたり、除籍した本を保育園、幼稚園、児童館などへリサイクル本とし

て提供していますといった形で、お返しさせていただいております。 

 また、№６に対する区の考え方につきましては、先ほどのリサイクル本の取組をご紹介

させていただくのと、児童館や学童クラブとの連携につきましては、課題を共有させてい

ただきますということで、述べさせていただきました。このようなパーソナルな配本の考

え方につきまして、区としても、もう一歩、検討が必要と考えておりますので、今後の検

討課題とさせていただきます。 

 次に、№２の意見です。三つほど意見を頂戴しておりまして、書評の活用、それから、

情報誌の活用、それから、古書店巡りについてのご意見です。これらにつきまして、まず、

図書館では、職員による直筆の本の紹介コメントを行っていること、また、情報誌の活用

につきましては、「本の雑誌」などを所蔵しており、こういった紹介本の活用、また、古

書店巡りにつきましては、実際、図書館で神保町街あるきツアーを実施していますといっ

たことを述べさせていただいております。 

 次に、№３の№４のご意見、これはアンケート調査に関する現状分析に関するご意見で

す。 

 №３をご覧ください。世代ごとに何をするかというのも必要だが、俯瞰して根本的な課

題を見つけることも必要ではないかというご意見。また、№４につきましても、各アンケ

ートと課題設定に主観的要素が強い。ほかの自治体や国の事例をベースにするなど、根拠

をはっきりさせた対策を立ててほしいというご意見です。 

 これらにつきまして、区の考え方ですが、まず、№３につきましては、我々としても俯
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瞰した現状分析を試みたところですが、なかなかそれが難しいところでございまして、今

回は世代ごとの課題を抽出させていただいて、その課題ごとの取組をお示しさせていただ

いたといったところでございます。ただし、このご意見にありますように、全体を俯瞰し

て原因を探っていくといったところも重要だと考えておりますので、今後の読書活動推進

会議の中で、そういった議論をしてまいりたいと考えております。 

 また、№４につきましては、課題設定に主観的な要素が強いということでしたが、実際

には、子ども読書調査のアンケートのほか、父母、父兄などにもアンケートを実施し、こ

の実施結果を基に、読書活動推進会議の中で議論を踏まえまして、課題を分析してまいり

ましたといったことで、より客観的な現状分析については、今後の課題として捉えさせて

いただきますとさせていただきました。 

 №５番についてです。こちらは、広報の手段についてです。ご意見としまして、ほかの

自治体では、新書紹介や図書館のイベントを広報誌で行っている。受身の人にも情報が届

く機会を強化するのはいかがかといったご意見です。これに対して、我々としましては、

新たな取組の中で、千代田区公式ＬＩＮＥと連携した情報発信、ＳＮＳを活用した情報発

信というものを検討してまいりたいとお答えさせていただきました。 

 最後に、７番のボランティアに関するご意見です。ボランティア団体に所属していない

と、ボランティアができないのではなく、広くボランティアを募る仕組みをつくってほし

いというご意見でございました。ボランティアの募集方法や活用方法につきましては、区

としても課題として認識しており、引き続き、効果的なボランティアの活用方法を検討し

てまいりますとさせていただいております。 

 まず、パブコメ対応についてのご説明は以上です。 

 続きまして、資料５－３をご覧ください。こちらは、第４次千代田区子ども読書活動推

進計画の概要です。こちらは、１２月２５日に本委員会で素案の説明に用いました資料を

ブラッシュアップしたものでございます。ご覧いただきますと、１ページには計画の意義、

子どもの読書計画に関する国内の動向をまとめております。 

 ２ページから３ページにかけましては、前回の計画の進捗状況を踏まえた現状分析、ア

ンケート結果からの現状分析を掲載しております。 

 ４ページにかけましては、計画の理念、基本方針を掲載しまして、５ページには、施策

の担い手と成果目標を掲載しております。 

 ６ページには、それらの目標を達成するための具体的な取組を記載しております。 

 こちらが概要の説明になります。 

 次に、資料５－４をご覧ください。こちらは計画の本編になります。１２月に開催され

ました首脳会議、庁内会議や教育委員会などにおきまして、頂戴した意見を反映させてい

ただいております。 

 なお、こちらは、２月２５日に開催されました第６回子ども読書活動推進会議におきま

して、委員の皆様にご確認を頂いた内容となっております。 

 それでは、前回の説明、本委員会での説明からの修正点を中心にご説明いたします。 

 まず、１７ページをご覧ください。コラム「りんごの棚の設置」についてです。こちら

につきましては、子ども読書活動推進会議の委員の方から、りんごの棚の写真が小さくて、

何の写真か分かりにくいといったご意見がありました。そこで、千代田図書館のりんごの
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棚の写真を差し替えると同時に、麹町中学校のりんごの棚の写真を追加しました。 

 次に、１９ページをご覧ください。（２）の担い手の役割のところですが、第４段落に、

「＜区立図書館＞では、」で始まる記述がございます。こちらは、教育委員会におきまし

て、委員から、中高生がカフェなどで勉強している、中高生の読書の場としての提供につ

いても計画で触れてほしいといったご意見がございました。そこで、四番町図書館の環境

整備として、親子で過ごせるスペースや中高生の学習スペースも含めた環境整備が行われ

るといった文言を追記しております。 

 続きまして、２１ページ、基本方針①の１番、読書イベントや講座・講演会等の実施で

ございます。こちらにつきましては、教育委員会におきまして、神田一橋中学校で行われ

ているビブリオバトルが読書に効果的なので、取組に入れてほしいといったご意見があり

ました。そこで、第２段落におきまして、その記述を追記しております。 

 続きまして、２１ページの２番の「本の街」千代田の特長を活かした取組みをご覧くだ

さい。こちらにおきましては、庁議におきまして、印刷・製本のほか、千代田区では紙の

卸売も盛んであるといったご指摘がありまして、４行目におきまして、紙業や印刷・製本

業の見学といった文言に修正しました。 

 また、２２ページの５番、情報リテラシー向上のための取組みでございます。こちらに

おきましても、庁議におきまして、読書を通じて情報リテラシーを向上させることについ

て、取組に加えてほしいといったご意見がありましたので、追記いたしました。 

 資料５－４の説明は以上となります。 

 最後に、資料の５－１に戻りまして、今後の予定になります。計画の実効性を担保する

ため、子ども読書活動推進会議を、今後、年２回程度開催し、計画の進捗状況と評価を行

ってまいります。その際、子どもや保護者を対象に読書アンケート調査を実施しまして、

現状分析をし、実態の把握と目標の達成状況の確認を行ってまいります。 

 長くなりましたが、ご説明は以上です。 

○小林委員長 はい。説明が終わりました。委員の方から質疑、質問を受けます。 

○秋谷委員 すみません。読書自体はすばらしいと思うんですけれども、その前提となる

読解力というんですかね、主語、述語であったり、目的語、あとは、英語で言えば、ＳＶ

ＯＣ、そういうのが分かっていないと、多分読書をしたところで――筆者が言いたいこと

というのは一つだと。それを読書して捉えて、どう考えるかはご自身なんでしょうけど、

そもそもの読解力が低いのに、読書しろ、読書しろといっても、あまり子どもたちは読ん

だよというだけになってしまうのかなと私自身は思うのですが、これを見ると、どこも読

解力について、読解力ないし作文能力でもいいですけど、現代文の元の能力を磨くところ

が少ないかなと思うんですけども、その点に関しては、どうお考えでしょうか。 

○菊池文化振興課長 委員ご指摘のところはごもっともだと思います。 

 そこで、今ご説明申し上げたところで関連としましては、新たに取組事項として、追加

させていただきました基本方針の①番のところの５番の情報リテラシー向上のための取組

みといったところで、ここで物事の本質を見極め、論理的に思考するスキルといったもの

に取り組んでいくといったところを記述させていただいております。具体的には、所管外

になるんですが、教育委員会で、今、企画を考えられております「ちよだリテラシー教育

の推進」といったものがございまして、この中で読書活動、読書の機会の確保ですとか、
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あるいは情報リテラシーの基盤となる根本的な論理的な思考力といったものの教育という

ものを行っていくと。そういったものを通じて、子どもの読解力を高めていく取組も進め

てまいりたいと考えております。 

○秋谷委員 ありがとうございます。皆様も、きっと論理的に話が通じない人にはすごく

いらいらしていると思うんですけれども、その点、千代田区の子どもたちがしっかり論理

的思考力であったり、ちゃんと一読了解の文章を書けるとか、言えるとか、ちゃんと渡し

た文書を理解してもらえるとか、そういう大人になってもらいたいので、その点、ぜひ、

しっかりと取り組んでください。 

○菊池文化振興課長 ご指摘を踏まえまして、子どもたち自身がきちっとそういった正し

く物事を読み取って、自分の判断でそういった言語、文章能力を発揮できる能力のそうい

った涵養というものを図ってまいりたいと思っております。 

○小林委員長 はい。 

 ほかにございますか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小林委員長 それでは、（５）第４次千代田区子ども読書活動推進計画の策定について

の質疑は終了します。 

 次、行きます。（６）新スポーツセンター基本構想について、理事者からの説明を求め

ます。 

○沖田施設整備担当課長 それでは、新スポーツセンターの基本構想についてご報告いた

します。 

 本件につきましては、前回の委員会で、基本構想の更新に関する意見交換会での主な意

見ですとか、委員の皆さんからもご意見を頂戴したところでございます。本日は、前回ご

報告いたしましたとおり、頂いたご意見を踏まえて、平成３０年度に策定した基本構想を

継承しながら基本構想を更新し、策定いたしましたので、その内容についてご報告をさせ

ていただくものでございます。 

 なお、本日は更新した箇所に絞って説明をいたしますけども、素案の振り返りを踏まえ

説明いたしますので、少し時間が長くなってしまうかもしれませんけども、あらかじめご

容赦いただければと存じます。 

 それでは、初めに、資料６－１をご覧ください。 

 項番１の概要についてです。こちらは、前回の委員会でも報告しておりますので、概略

を説明させていただきます。 

 スポーツセンターにつきましては、新たな施設整備に向けての検討を進めておりまして、

平成３０年に新スポーツセンター基本構想（素案）を策定し、令和３年度には建設地を現

地建て替えとすることを決定しております。その後、利用者へのアンケートや各種団体と

の協議を実施するなど、利用者ニーズや要望の把握に努めてまいりました。また、様々な

ニーズに対応するために、近隣公共施設との連携など、幅広く検討を行ってきたところで

ございます。加えて、今年度は意見交換会を実施し、ご意見を聴取した上で、基本構想の

素案を継承しながら更新し、改めて新スポーツセンター基本構想を策定したところでござ

います。 

 ２番の新スポーツセンター基本構想と素案の構成についてですが、別紙、新スポーツセ
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ンター基本構想（素案）との構成の比較、こちらをご覧いただければと存じます。 

 こちらでは、素案の振り返りの意味も含めまして、左側に平成３０年度に策定した素案

の構成と、右側に今年度更新した基本構想の構成を掲載し、比較しております。まず、左

側の素案の構成についてですけども、１の基本構想（素案）の背景と位置づけでは、平成

２６年度以降の経緯ですとか、関連計画について記載をしておりまして、２の現状と課題

では、社会情勢などを踏まえた課題の整理について記載をしております。また、３の基本

構想（素案）では、コンセプトから利活用プログラムまで、新スポーツセンターの考え方

を記載しております。また、４の今後の課題では、建築に向けた課題の記載がありまして、

当時ですと、建築地の決定が必要であることなどを記載しております。 

 こうした素案の内容を継承しまして時点更新したものを、右側の令和６年度基本構想の

構成にお示ししております。 

 まず、素案の目次１の部分につきましては、令和６年度基本構想の第１部に更新しまし

て、これまでの検討経緯ですとか、現所在地に建設地を決定したことなどを記載しており

ます。また、次に、素案の目次２の部分につきましては、意見交換会で社会情勢の変化を

踏まえたご意見を頂戴しまして、目次３のコンセプト、基本方針、導入機能に反映して更

新し、第２部の第１に記載をしております。 

 また、素案の目次３の部分のうち、残りの導入施設の内容、利活用プログラムにつきま

しては、今後、近隣公共施設の連携を踏まえた検討を行ってまいりますので、令和７年度

以降に基本計画の検討会の議論の中で詳細を検討し、記載していくこととしております。 

 このような整理をした上で、右側の令和６年度基本構想には、新規の事項として、第２、

近隣公共施設との連携から第５の今後の取組みを記載しており、内容の充実を図っており

ます。 

 別紙構成に関するご説明は以上でございます。 

 次に、基本構想の内容についてです。こちらは、概要版と本編をつけておりますが、意

見交換会や前回の委員会で頂きましたご意見を踏まえて、更新した箇所を中心にご説明を

いたします。 

 資料６－３の本編のほうをご覧いただければと存じます。 

 ページをめくっていただきまして、１ページ目からが第１部のスポーツセンターの背景

となっておりまして、４ページ目をご覧ください。令和３年度に新スポーツセンターの建

設地を決定しましたので、（１）で建設地を現地建替えとすることを記載しております。 

 また、その下の（２）立地と特徴ですが、地域の歴史についても引き継いでほしいとい

ったご意見もございましたので、江戸期に鎌倉河岸と呼ばれる公共的なオープンなスペー

スがあり、様々な物資が荷揚げされ、多くの人々がにぎわっていたことですとか、神竜小

学校があったことなどについても、写真を掲載しまして記載をしております。 

 また、大手町の川端緑道の活用についてのご意見ございましたので、５ページ目の中段

以降のところに、令和５年３月に策定された千代田区川沿いのまちづくりガイドラインに

ついても紹介しまして、大手町川端緑道が整備され、歩行空間が整備されていることにつ

いても触れて、川沿いの立地を生かした整備を検討していくこととしております。 

 少し飛びまして、１０ページ目をご覧いただければと存じます。こちらからは、新スポ

ーツセンターの整備に当たっての基本的な考え方を整理しておりまして、コンセプトです
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とか、基本方針を掲載しております。意見交換会でも確認をしておりますけども、このコ

ンセプトと基本方針については、普遍的な内容であることから、変更等は行っておりませ

ん。 

 また、１１ページ目からは、基本方針の下にひもづく導入機能について、整理をしてお

ります。こちらは、社会情勢の変化等を踏まえた更新を行っておりまして、スポーツ界に

おけるＤＸの進展を踏まえたものとして、例えば、基本方針１の枠内の最後のレ点の箇所

で、最新技術を活用したプログラムの提供や健康づくりサービスの提供ですとか、基本方

針３の最後のレ点箇所、２か所ですね、最新技術を活用した競技指導や競技力の向上、そ

れから、オンライン技術を活用した遠隔指導、運動機会の拡大といった内容などを盛り込

んでおります。 

 そのほかに、素案策定からの変化として、新型コロナウイルスの感染拡大ですとか自然

災害の発生等もありましたので、基本方針５の最後のレ点の２か所で、避難所機能等の防

災機能と空間の拡充、それから、感染症予防の観点を考慮した施設といった内容を盛り込

んでおるところでございます。 

 次に、１２ページになります。前回ご報告をいたしましたとおり、新スポーツセンター

の所在地につきましては、東京都千代田合同庁舎が隣接しておりまして、東京都の維持管

理更新計画にも計画施設として位置づけられております。そのため、新たに施設を整備す

る際は、区と東京都の所有する敷地を一体的に活用し、スケールメリットを生かした施設

整備や敷地内の空地を活用した整備について協議することについて、都知事宛てに協議書

を送付し、合同整備に向けた調整を進めていくこととしております。 

 １３ページには、単独で整備した場合と東京都で合同で整備したイメージを掲載してお

ります。前回の委員会で面積に関するご質問も頂いておりましたので、それぞれの敷地面

積ですとか、容積率を最大で建築した場合の面積等も参考に記載をしております。 

 ただし、隣地の斜線も考慮する必要がありまして、表の右側は、区と都で合同整備した

場合のイメージになりますけども、一番下の建築ボリュームの欄に、建築イメージのよう

に、Ｌ字型の建物になることが想定をされております。そのため、消化できる容積率は変

わりますので、あくまでも、この点は、イメージとなる点は、ご了解いただければと思い

ます。 

 また、駆け足になり、恐縮ですけども、１４ページからは、一般的なものとして、建物

の建築から運営までの事業手法として、従来型の事業手法ですとか、ＰＦＩ方式、ＤＢＯ

方式の各事業等の概要と特徴を掲載しております。 

 また、少し飛びまして、１７ページになりますが、供用開始までの基本的なスケジュー

ルとして、従来型での整備とＰＦＩやＤＢＯといった方式の整備のスケジュールを掲載し

ております。 

 最後に、１８ページでございますけども、今後の取組みを記載しております。項番１と

２では、区民からのご意見を頂戴するための新スポーツセンター基本計画の検討会を設置

することですとか、パブリックコメントを行うことを記載しております。また、項番３で

は、東京都合同庁舎との連携に向けた取組を行うこと、項番４では、建築期間中の代替施

策等の検討を行っていくことを掲載しております。 

 以上、長くなりましたけども、基本構想、内容については、以上でございます。 
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 また、ほかに添付しております基本構想の概要版、資料６－２として添付をしておりま

すけども、今、説明した基本構想の内容を抜粋したものとなっておりますので、後ほどご

覧いただければと存じます。 

 基本構想の内容については以上です。 

 私からの説明は以上です。 

 また、今後のスケジュールについては、資料６－１に記載のとおりとなっておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○小林委員長 はい。建設期間中の代替施設等というところで、これ、事業方式によって

は、これは影響しないんですか。 

○沖田施設整備担当課長 今、事業のスケジュールを１７ページに記載をしておりますけ

ども、実際に設計から解体建築に入るまでは、Ｎ＋４年度というところで、今から考えま

すと、令和１０年度辺りからの計画というふうになりますけども、ここの部分につきまし

ては、事業方式によらず、代替施設についての検討時期は変わらないといったことになり

ます。 

○小林委員長 はい。説明が終わりました。委員からの質疑、質問を受けます。 

○大坂委員 説明ありがとうございます。様々な団体から早期の建て替えというのは要望

が出ていますので、これからのスピード感についても期待をしておりますので、その点は、

よろしくお願いをいたします。今回出てきたところで、何点か確認だけさせてください。 

 一つ目が、東京都の都有地と合体で進めていくという方針は決まったと思うんですけれ

ども、それに伴って、空き地が横に今できているイメージがありますよね。ここのところ

についての活用の仕方というのも、いろいろと検討していく必要があるのかなと思ってい

ます。単純に本当に駐車場だったりとか駐輪場にしてしまってはもったいないわけで、こ

こで何らかのスポーツができたりだとか、イベントの開催なんかができるような形で整備

ができれば、最高なのかなというふうには思ってはいるんですけれども、そういった視点

での検討というのはどのようになっているでしょうか。 

○沖田施設整備担当課長 東京都のこの合同整備につきましては、２月２１日に協議書を

送付しておりまして、回答を求めているという状況で、東京都のほうからまだ回答が来て

おりませんけども、この合同整備がかなった場合には、こういった形で、敷地を一体で活

用して、整備ができたらなというふうに区のほうとしては考えております。 

 こういったイメージでお示しをしましたけども、空地が一体で活用することができれば、

今ご例示いただいたような駐輪場、駐車場という形ではなくて、何か区民のサービスに資

するような、あるいは都民のサービスに資するような、そういった利活用ができたらなと

いうふうに考えております。ただ、この部分については、東京都との共用という形になり

ますので、今後の協議になるかなというふうに考えております。 

○大坂委員 形状の問題等々、いろいろあるとは思いますけれども、最大限、検討をして

いただければなと思います。 

 もう一点が、東京都との合築というようなイメージで進んでいくとしたら、当然、東京

都の何らかの部門施設が入ることも想定になるのかなとは思うんですけれども、と同時に、

現在入っている生涯学習館の会議室ですとか、リサイクルセンターですとか、そういった

ところの整理というのは、現状、どのようになっているんでしょうか。 
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○沖田施設整備担当課長 はい。まず、東京都の機能につきましては、現在、千代田合同

庁舎がこちらに入っておりまして、主税局と水道局がございます。この二つの機能が、今

後の整備をすることになった場合に、入るかどうかというのは、東京都側の判断になりま

すので、現在は回答を待っているという状況でございます。 

 また、区のほうに入っているスポーツセンターの生涯学習機能でございますけども、７

階、８階に生涯学習機能が入っておりますが、こちらにつきましては、過去に内神田で教

育会館という形で整備をされておって、現在、九段下にも生涯学習機能がありますけども、

そこの予約ができない場合に、この内神田を利用するといった利用もかなり多いというこ

とで、現状としましては、この機能については残したいなというふうに考えているところ

です。 

 また、地下にあるリサイクルセンターでございますけども、今、外神田の再開発に合わ

せて、このリサイクルセンターをそちらに持っていくような方向性を、清掃事務所のほう

で検討されているということでございます。また、一般廃棄物計画においても、そういっ

た検討をしているというふうに話を聞いておりますので、その方向性を確認しながら、ス

ポーツセンターについては検討を進めていきたいというふうに考えております。 

○大坂委員 ありがとうございます。 

 特にリサイクルセンターに関しては、スポーツセンターの機能とはちょっと一線を画す

ような機能にはなってしまいますので、しっかりと連携をして、取り出していくような方

向で進めていっていただければ、ありがたいなと思っております。 

 もう一点が、今回、整備に関して、事業の仕組み、３点ほど紹介されておりますけれど

も、この決定については、どのようなプロセスで行われていくのか、我々議会の意見とい

うものは参考にされるのかどうかというところについて、お答えください。 

○沖田施設整備担当課長 今回、事業手法を三つほど紹介させていただきました。従来型

の方式からＤＢＯ方式、ＰＦＩ方式という形で、今回は、この手法をどれにするかという

ことは、現在、決定をしておりません。様々、この３手法についても、メリット、デメリ

ット等があると思いますので、そういったところを比較検討しながら、検討を深めていき

たいと思っております。 

 また、この整備については、もし合同整備ということになれば、我々千代田区だけでは

なくて、東京都のほうの意向等も確認をしながら進めていくといったことも必要かなと思

いますので、適宜我々のほうの検討状況なんかも委員会のほうにご報告を差し上げながら、

方法については検討を深めていきたいというふうに考えております。 

○大坂委員 適時、報告を頂ければと思いますが、１点だけ気になるのが、どの手法を選

ぶかによって、いろいろと金額だったりとか工期とかが変わってくるとは思うんですけれ

ども、中に入る機能、スポーツセンターとしての機能自体が、これ、何かを選ぶことによ

って、変わることがあるのか、ないのか、ないんであれば全く問題ないとは思うんですけ

れども、そういったところの影響というのはどうなんでしょうか。 

○沖田施設整備担当課長 そうですね。１６ページに事業方式の比較ということで、従来

型の方式とＤＢＯ方式、ＰＦＩ方式ということで紹介を差し上げているところでございま

す。例えば、従来型方式であれば、発注の業務というところで、⑤番の維持管理・運営と

いうところがございますけれども、今やっているように、指定管理者による運営という形
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になります。この指定管理者による運営によれば、今は５年間のサイクルで指定管理者を

決めておりますので、比較的、この５年というサイクルの中で、区民のニーズなんかを把

握しながら、スポーツセンターとしての運営を図っていけるかなというふうに考えており

ます。 

 一方で、ＤＢＯ方式、ＰＦＩ方式については、１５年間といった長期の契約という形に

なりますので、その１５年の契約の中で運営を考えていくといったところがございます。

その際に、区民のニーズ等をどのように生かしていくのか、どういうふうに聞いてサービ

スに生かしていくのかというところについては、検討を深めなきゃいけないかなと思って

おりますけども、基本的には、どのような事業方式であっても、スポーツセンターとして

の機能・運営は担保できるのかなというふうに考えております。 

○大坂委員 分かりました。では、慎重に検討を進めていただければと思います。 

 現在のスポーツセンターについては、もう既にできてから５０年以上経過しています。

恐らく次の新スポーツセンターも同じか、それぐらいの長さ使う形になると思いますので、

費用の部分ですね、費用対効果という部分で、あまりそこのところに重きを置かずに、し

っかりとしたものを長く使っていただくという観点で、整備計画を立てていただければと

思うんですけれども、その点について、いかがでしょうか。 

○沖田施設整備担当課長 はい。建築しましたら５０年程度の利用という形になろうかと

いうふうに思っております。この点につきましても、長期の計画になりますので、そうい

ったところでよいものを造るということで、長期の視点を持って、計画のほうを考えてま

いりたいというふうに考えております。 

○小林委員長 よろしいですか。 

 ほかにございますか。 

○のざわ委員 今の１６ページのところなんですけども、これ、従来型、ＤＢＯ型、ＰＦ

Ｉ型で、それぞれ幾らぐらいかかるか、大体、ざっくりご存じでいらっしゃるんですか。 

○沖田施設整備担当課長 このスポーツセンターの規模と用途につきましては、来年度、

基本計画において、区民の皆様からご意見いただきながら、検討しておりますので、まだ

規模感は決まっておりませんので、この施設整備に関わる費用については、費用はまだ算

出をしておりません。 

○のざわ委員 これ、公共資金で資金調達をする可能性、民間資金調達をする可能性とい

うのは、これから金利が恐らく上がっていくと思いますので、長期で固定とかしないと、

相当な負担になるだろうなと思って、今、積立のお金を使うのか、それとも、やはり資金

調達ですか、起債と書いていますが、そういう可能性があるのか、そこら辺は、かなり金

利計算等々されることが必要だと思うんですが、どのようにお考えでしょうか。 

○沖田施設整備担当課長 はい。従来型方式、ＤＢＯ方式、ＰＦＩ方式という形で、資金

調達の方法がそれぞれ異なっております。ＤＢＯ方式につきましては、公共資金の調達と

いうことで、起債をする場合には金利負担が生じるけども、民間よりも有利になるという

ことで、ここでは紹介をさせていただいております。そういった金利負担に対する考え方

なんかも、今後、検討しながら、どういった手法が最も適しているかという、そういった

観点での検討も必要になろうかなと思います。今ご指摘いただきましたように、そういっ

た資金調達につきましても、今後、検討を深めていきたいというふうに思っております。 
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○のざわ委員 あと、この金利は相当な負担になると思います。ぜひ、ご検討よろしくお

願いします。 

 あと、１３ページのところで、これは、たまたま先日、神田の勉強会で、こちらの区及

び東京都の合同整備のところで、公開空地が、何に使うかにもよると思うんですけど、こ

れ、目いっぱい建てて、空地をほかに東京都と一緒に検討して飛ばすとか、そういう考え

方ってできるんでしょうか。 

○小林委員長 質問。ちょっと質問がね…… 

○のざわ委員 すみません。 

○小林委員長 質問の意味がちょっと分からないんだけど。一般設計だね。 

 よろしいですか。公開空地を取るかどうか、これ、公開空地は取らないですよ、今のと

ころ。今、設計は決まっていませんけれども…… 

○のざわ委員 高くしない…… 

○小林委員長 公開空地は、総合設計制度でやるとかなんとかしないと、公開空地は取り

ませんから、今、ちょっと答えられないんだけど、そちらだと答えられるんじゃないかな。 

○佐藤施設経営課長 ちょっと施設建設に関する部分でございますので、私のほうからご

答弁させていただきます。 

 今、所管のほうでは、総合設計、いわゆる公開空地等の空地を設けた形での容積割増し

というのは、まだ検討していないというところでございます。ただ、やはり大規模な建物

になりますので、先ほど大坂委員からもお話ございましたけども、使える形での空地は必

要なのかなというところはございます。 

 また、周辺に容積の飛ばしというようなお話も、今、のざわ委員からございましたけど

も、このエリアの中で、そういった手法を検討することはできなくはないんですけれども、

いわゆる都市計画的な手続を経て行っていくということになりますが、場所的には、やは

り歴史的建造物があって、その容積を活用とか、そういったものがないと、なかなか難し

いのかなというようなところが一般的なお話でございます。 

○のざわ委員 どうもありがとうございました。 

○小林委員長 よろしいですか。 

○のざわ委員 はい。 

○小林委員長 はい。 

 ほかにございますか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小林委員長 はい。それでは、（６）新スポーツセンター基本構想についての質疑を終

了いたします。 

 以上で、地域振興部の報告を終わり、続いて、政策経営部の報告に入ります。 

 政策経営部（１）組織変革の仕組みについて、理事者から説明を求めます。 

○御郷企画課長 私のほうから、政策経営部資料に基づきまして、組織変革の取組につい

て報告いたします。 

 まず、項番１、概要でございます。職員の働き方が多様化する中で、チームや個として

の資質向上を図るとともに、複雑化、高度化する区政課題やニーズに対応可能な組織へと

変革する必要がございます。 
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 こうしたことから、今年度は、職員が仕事をする上でよりどころとなる区の存在意義、

パーパスを明文化するために、アンケートのほか、サポートメンバーミーティング、コア

メンバーによる検討を重ねてまいりました。 

 項番２でございます。区の存在意義、パーパスでございます。「挑戦 ―千代田らしさ

を、わたしらしく―」といたしました。 

 項番３でございます。取組みの過程でございます。こちらの（１）から（３）につきま

しては、別の参考資料を用意しておりますので、そちらをご覧いただきたいと思います。 

 参考資料の１ページ目をご覧ください。職員一人ひとりが感じている組織風土の課題、

それから、今後の方向性を整理するため、令和６年９月に全職員向けにアンケートを実施

いたしました。 

 下段をご覧ください。回答数は５００を超えまして、各部均等した回収を達成しており

ます。 

 次の２ページ目をご覧ください。アンケート結果を踏まえまして、その結果を取りまと

めたものでございます。 

 組織の課題といたしましては、縦割り、コミュニケーション不足で風通しが悪い、当事

者意識の欠如、心理的安全性が低い、などでございました。こうした課題を解決するため

の解決策といたしましては、職務への意識と改革の推進が必要とのことで、具体的には、

一つ目の「自分自身が積極的に業務に取り組む」。二つ目の「視座を高くもち、幅広い視

点で物事を俯瞰」、四つ目の「主体的に仕事に取り組む」といったことでございまして、

一番下で取りまとめましたとおり、職員一人ひとりが組織の存在意義を理解した上で、主

体的に思考・行動できることが重要ということで、確認することができました。 

 次のページ、３ページ目でございます。若手の管理職５名のコアメンバーと、各課から

選出されました若手職員を中心とする約５０名のサポートメンバーで、パーパスの検討を

してまいりました。 

 ５月のキックオフミーティングを皮切りに、８月は働き方の考察、１０月は働き方の振

り返りなどを行いまして、１１月、１２月にバックキャスティング手法により、パーパス

の検討をいたしました。 

 具体的には、次の４ページ目をご覧ください。１１月、１２月の２日間にわたりまして、

住民目線で理想とする姿を考え、今とのギャップをバックキャスティングで認識し、その

ギャップを職員として何をすべきか、解決できることは何かを検討していただきました。

そして、区職員としての魅力を掛け合わせまして、区の存在意義の検討を進めてきたとい

う形でございます。 

 次のページ、５ページ目をご覧ください。それぞれ八つの班から出てきたキーワードで

ございます。活躍できる職場とか、一体とか、失敗を恐れず、挑戦、やりがい、「千代田

区「ならでは」「だからこそ」」、「連携」、「前向き」、「沢山知ろう」といったワー

ドが挙がってまいりました。 

 アンダーラインの色につきましては、次の６ページ目にカテゴライズしたものとなりま

す。６ページ目、ご覧いただきたいと思います。 

 例えば、プロ化とか、働きやすさとか、それから、チームワーク、挑戦、ブランド化と

いったものが分類される形となりました。 
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 次の７ページ目でございます。このパーパスそのものにつきましては、例えば、全ての

千代田区職員が自分を見詰め直したい、立ち返りたいときとか、進むべき方向性を確かめ

たいときとか、モチベーションを奮い立たせたいとき、そういったときに思い出してほし

いといった思いを考えております。 

 そして、最後のページに、「挑戦 －千代田らしさを、わたしらしく－」という形とい

たしました。 

 では、また冒頭最初のＡ４縦の１枚目にお戻りください。項番３の（４）でございます。

この存在意義の検討と並行いたしまして、若手管理職向けのワークショップを実施いたし

まして、仕事の取組姿勢、それから、組織課題の振り返りのほか、当事者意識の醸成を図

ってまいりました。 

 項番４でございます。今後の予定です。存在意義の策定は、組織変革の入り口にすぎな

いと考えております。来年度以降、浸透フェーズといたしまして、コミュニケーションの

活性化や帰属意識の向上に向けた取組を推進する予定でございます。複数年かかるという

形で考えておりますので、区議会の皆様とのご協力、ご助言いただきながら、職員の意識

改革を進め、よりよい組織風土を築いてまいりたいと考えております。 

 説明は以上です。 

○小林委員長 はい。説明が終わりました。委員の皆様からの質疑、質問を受けます。 

○大坂委員 予算のときにも幾つかやり取りはさせていただいたんで、端的にお伺いした

いと思います。 

 策定の過程とこの意義については十分理解させていただいたつもりではいます。改めて、

「挑戦 －千代田らしさを、わたしらしく－」という言葉に決定したというところまでは

分かるんですけれども、特にこの千代田らしさに込められた何か意味とか、そういったも

のも恐らくあると思うんですけれども、その点も理解しないとなかなか浸透というのは難

しいと思うんですけれども、文言に込められた思いですとか、そういったものを教えてく

ださい。 

○御郷企画課長 先ほどのサポートメンバー、それからコアメンバーの中での話の中では、

この千代田区そのものの存在というのが、ほかの１,７００の基礎自治体とは異なるもの、

唯一無二だというような意見が結構強く出てまいりました。また、特に千代田らしさとい

うのも、例えば、まちづくり、それから、文化、歴史を踏まえましても、ほかの区とはま

た違う、別格のものだという意見も多々出てまいりました。それぞれ仕事を進める中で、

自分の担当する仕事につきましても、ほかの自治体とは違う唯一無二だというような自負

を持って取り組んでいただきたいという形での千代田らしさという形で取りまとめさせて

いただいております。 

 以上です。 

○大坂委員 非常に重要な視点なんだろうなと思っていますし、そういった思いで、職員

の皆さんが働いていただければ、千代田区はいい方向に進んでいくだろうというふうには、

私自身も思います。ただ、今回、組織の課題というのが３点大きくあぶり出されてきたわ

けなんですけれども、これが直接的にしっかりと解決する道筋としてつながっているのか

どうなのか、そこのところも非常に重要だと思いますし、これから浸透させていく上で、

そこをつなげて、しっかりと職員の皆さんに説明をして、浸透させていっていただかない
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といけないなと思うんですけれども、その点はどのように考えていますでしょうか。 

○御郷企画課長 まず、コミュニケーションが不足している、欠如しているというような

話というのも、非常に多く意見が出てまいりました。昔のように、例えば、職場で職場の

行事があって、例えば、ボーリング大会をやりますとか、職場旅行に行きますというよう

な昭和時代のような形というのは、なかなか実現は難しい中ではございますけども、令和

の時代で、コミュニケーションが活性化できるような、取れるような仕組みというのはあ

ろうかと思います。例えば、上司と部下との１ｏｎ１でのミーティングを定期的に開くと

か、例えば、トップ、特別職と若手職員との話すような機会を設けるとかということで、

風通しのよい職場というのもチャレンジしていくというのも一つのやり方だと思います。 

 何が答えか、何かすることによって活性化が図れるかというのは、やってみなきゃ分か

らないところもありますので、るるチャレンジしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○大坂委員 まさに挑戦というところで、しっかりとチャレンジをしていただければなと

思います。 

 何が大切かというと、これから、４月からどうやって浸透していくかというところなん

ですけれども、今回、若手の方々中心にこれを策定されたというところで、当然、組織全

体に浸透させるという意味では、年齢層の高い方々ですとか、管理職、部長級のクラスの

方々にもしっかりと浸透させていかなければいけないんですけれども、そういった方々、

年齢、高年齢層の方々の反応というか、そういった部分については、どのように捉えてい

ますでしょうか。 

○御郷企画課長 今回話し合う中で、あえて係長以下、それからコアメンバーの若手の管

理職としたというのは、これまでの風土は当然尊重して、いい部分というのは引き継ぐと

いうのは、前提は当然あるんですけども、話し合う中での意見を出しやすいといいますか、

意見が活性化するような、その場にしたいという思いもありまして、あえてちょっと若手

というふうに絞ったところであります。今後、ベテランの管理職を含めて、どう巻き込ん

でいくかということでありますけども、当然、これまでの歴史の中で、何十年と培ってき

た千代田区の文化というのも継承していく部分というのは多々あると思います。そこをし

っかりとお話を聞かせていただきながら、また、それを若手に引き継ぐ形が必要だと思い

ます。例えば、先ほど言った１ｏｎ１という形の中に、自分の経験したところで、こうい

った仕事を経験して、自分のキャリアはすごく成長したんだよとか、そういった話をして

いただくだけでも、若手の成長とか、やる気というのは出てくると思いますし、そういっ

たいい部分というのも、ぜひ、ベテランの管理職の方たちにも協力いただいて、若手のや

る気、働きがいというのを、光を差していただくような、そういった形にしていきたいと

いうふうに考えております。 

○大坂委員 まさに、高年齢層の方々、ベテランの方々の理解、協力というものがなけれ

ば、進んでいかないと思いますので、その辺のことも、管理職の方々は重々承知をしてい

ただいて、若手を育てていっていただきたいなと思っています。 

 これから数年かけて浸透させていきますよという話なんですけれども、この浸透の度合

いを測る物差しみたいなものというのは考えていらっしゃるんでしょうか。 

○御郷企画課長 まず考えられるものといたしましては、例えば、定期的にアンケート調
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査などをして、職場に対する満足度とか働きがいの度合いとか、あと、よくエンゲージメ

ントと言われている帰属意識のものを数値的に出すというのも、一つのやり方かなと思い

ますし、また、これから来年度以降の支援をしてもらうプロポーザルの中での提案の中で、

別の形でもしよりよい、何でしょう、エンゲージメントの測るやり方がもっとよりよいも

のが、手段があるんであれば、そういったものを参考にさせていただいて、取り組んでい

きたいというふうに思っております。 

○大坂委員 効果測定は本当に大事になってくると思いますが、やっぱり数値化するのも

もちろん大切なんですけれども、上辺だけになってしまってはいけないので、そこの本質

のところがどこまでちゃんと浸透しているのかというところの見極め、ここは非常に大事

だと思っていますので、そこのところはしっかりと考えていただきたいと思います。 

 当然、こういったものを本気で組織の中に浸透させていこうということを考えたときに、

民間企業だと、恐らく、これ、しっかりとトップダウンでやっている中で、人事考課とか、

そういったところにまで反映させていくものなんだろうなと思っているんですけれども、

その辺り、千代田区としては、どの程度本気でやろうと考えていらっしゃるのか、そこの

点について、最後、お答えください。 

○御郷企画課長 この取組につきましては、今、公務員、全体的な地方公務員を含めて、

応募の数が大分減っている中で、働きがいとか、若手のこれから新しく入ってくるような

学生さんがどういった自分が社会人になって成長していけるかというのを思い描けるよう

なものというのを発信するということも大事かなと思っています。ですから、自分たちの

パーパスというのもあるんですけども、これから入ってくる学生さんとか、それから、自

分の親が働いているお子さんたちが、自分の親がこういうところで働いているのかという

ことを誇りに思えるような、そういったものにしていきたいと思っています。その結果と

して、組織風土がよくなって、応募者数も結果的に増えれば、すごくうれしいんですけど

も、そういった形で表れてくるということは期待していきたいと思っております。 

○小林委員長 はい。小野委員。 

○小野委員 もう今の質疑で、とても深掘りをしていただいたので、非常に分かりました。 

 ちょっと気になっているのが、ここまで決まった状態で、これからここから先の浸透に

向けて、どこかのいわゆる企業なのか分からないですけれども、支援をしてくださる外部

の会社というのがあると思うんですけれども、そこに向けて、プロポーザルをされるとい

うことで、このプロポーザルの要件定義次第では、何か全然違う方向に行ってしまう可能

性も否めないなというふうに、少し気になっています。この要件定義を組むときに、どう

いう方々が入られて、そこは組み立てていかれるんでしょうか。 

○御郷企画課長 プロポーザルの委員会を設立いたしまして、その中に外部委員といたし

まして、専門家の方に入っていただいております。その方から組織変革の取組について、

まず、今年度の取組を説明させていただいた上で、来年度の浸透フェーズの中での施策を

提案いただくプロポーザルに当たっての内容、様式をるるアドバイスいただいているとい

った形でございます。 

○小野委員 分かりました。じゃあ、外部の方が結構キーマンになるのかなと思うんです

けれども、その方には、ここまで、若手で、比較的４５歳以下の方々でこの取組というの

は今までやってこられて、どちらかというと、管理職を含めた年齢の高い方というのは見
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守る体制で今いらっしゃるのかなと思うんですけれども、そういったところとか、あと、

先ほど、例えば、一例として、１ｏｎ１の話もされましたけれども、結構、勘違いをした

１ｏｎ１も意外とあって、それがゆえに、かえって人間関係がおかしくなってしまうとい

うところもあったりしますので、やっぱり、一つ一つ、これ、丁寧にプロポーザルの前段

で組んでいかないといけないなというふうに思っていますので、そこは、ぜひとも、しっ

かりとこの内容はもちろんなんですけれども、現状のところというのをしっかり共有して、

いい形で次年度につなげていただければなというふうに思いますけれども、いかがでしょ

うか。 

○御郷企画課長 今、小野委員ご指摘のとおり、全職員が自分事として組織、まず、職員

の意識改革、自分の意識改革を変えて、それが組織の風土が変わるんだということをしっ

かりと認識していただく必要があるかなと思っています。それの、まず、目指すべきこと

が存在意義で「挑戦 －千代田らしさを、わたしらしく－」といった形を全職員が理解し

ていただくというのが大事かなと思っています。 

 先ほど、ちょっと例に挙げた１ｏｎ１につきましても、伝える側もそうですし、何でし

ょう、聞く側もそうですけども、伝える側、上の上司のほうも、いかにすれば、よく若手

とか部下に自分の気持ち、思いが伝わるかというのも、重要な部分かなと思っております。

そういったことで、全職員が自分事としてしっかりと組織変革に取り組むという気概を持

って、全庁を挙げて進めていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○小野委員 お願いします。 

○小林委員長 はい。 

 ほかにございますか。 

○のざわ委員 私もよく一般質問をつくっているときに、ちょっと想像が過ぎて、これ、

区民のお金を使って、区民の方にどういうふうにプラスがあるんですかとよく教えていた

だくことが多いんですけれども、本当に政治は生活で、千代田区の行政は区民の生活のた

めにするんだろうなと思っていますんで、ぜひ、千代田区のためにとは書いてあるんです

けど、もう少し千代田区の税金を使って、区民の生活をよりよくするということも強調し

ていただくと、よりよくなるんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○御郷企画課長 今、そうですね、のざわ委員のおっしゃるとおりで、今回は、予算案の

概要のところでも示させていただいたとおり、組織変革の取組というのは、最終的な取組

の目標といたしましては、区民サービスの向上というふうに考えております。自分らの意

識改革、組織風土が変われば、ひいては、区民へのサービスの提供の中身、それから、質、

量も含めて向上するというような思いで取り組んでいるものでございます。そうした思い

で、税金を無駄遣いすることなく、しっかりと取り組んでいきたいと思っております。 

 以上です。 

○のざわ委員 どうもありがとうございました。私も一緒に勉強させてください。よろし

くお願いします。 

○小林委員長 はい。 

 ほかにございますか。 

 一つ、ちょっと聞きます。そこの組織変革とジョブローテーションとの連携というのは、
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どうなっているんですか。 

○御郷企画課長 今年度は、（発言する者あり）パーパス策定を中心でやってきましたけ

ども、来年度以降、浸透フェーズの中では、人事課も含めて、ローテーションも一つの影

響が出てくると思いますし、制度そのものについても相談させていただくこともあろうか

と思いますので、しっかりと政経部の中での連携というのも図っていきたいと思っており

ます。 

○小林委員長 部長、何かありますか。政経部長、大丈夫ですか。（発言する者あり） 

 ほかにございますか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小林委員長 はい。それでは、（１）組織変革の取組みについての質疑を終了いたしま

す。 

 次に、（２）千代田区災害対策事業計画の改定について、理事者から説明を求めます。 

○山下災害対策・危機管理課長 それでは、政策経営部資料２、千代田区災害対策事業計

画の改定について説明をいたします。 

 この計画は、千代田区地域防災計画による様々な施策のうち、区が主体となって実施す

るものをまとめ、具体的な取組や目標を定めているものでございます。 

 初めに、これまでの経緯をご説明いたします。令和６年の２定の当委員会にて、当計画

の概要、ポイント、スケジュール等のご説明をいたしました。その後、庁内での調整を経

て、素案を作成いたしました。素案の内容につきましては、令和３年の３定、当委員会で

ご報告をしたところでございます。その後、本年１月から２月にかけて、パブリックコメ

ントの募集を行い、それを受けて、最終案を作成いたしました。 

 続きまして、パブリックコメントの結果についての説明でございます。区民４名、事業

者１名の計５名から意見７件を頂きました。内容については、政経部資料２別紙にござい

ます。まとめて申し上げますと、まず、１番が、水道・電気・ガス・通信といったインフ

ラの復旧に関すること、２番目が避難所における停電対策としてのコージェネレーション

システムの活用について、３番が避難所における空調機能について、４番が電線の地中化

について、５番、千代田区の帰宅困難者に関する課題、６番、災害時の要支援者対策、７

番、家具転倒防止の普及啓発について、以上７点でございます。 

 ２番目のコージェネレーションシステムの明文化につきましては、施設経営課や環境政

策課にも確認した上で、ご意見を反映、修正をいたしました。その他６点につきましては、

意見として受け止めさせていただくとともに、区の方針や現在行っている施策について、

回答をするものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○小林委員長 はい。説明が終わりました。委員からの質疑、質問を受けます。 

 よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小林委員長 はい。それでは、（２）千代田区災害対策事業計画改定についての質疑を

終了します。 

 次に、（３）総合防災情報システムの構築・運用について、理事者から説明を求めます。 

○山下災害対策・危機管理課長 じゃあ、続きまして、政策経営部資料３、千代田区総合
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防災情報システムの構築・運用についてご報告をいたします。 

 これまでも議会で報告をしてまいりましたが、まず、このシステムは災害情報を地理空

間情報として共有するもので、災害発生時に災害対策本部の各班が被災状況をリアルタイ

ムで入力、数値を計上することで、災害情報を俯瞰して見られることができ、災害情報の

全体像を容易に把握することが可能となるものでございます。そのシステムからポータル

サイト及びアプリに災害関連情報を発信し、区民の皆様に見ていただくわけでございます。 

 まず、資料１ページ目の１、防災ポータルサイトでございます。いわゆるインターネッ

トブラウザで見るのがポータルサイトですが、左側が平常時、右側が災害時の画面です。

平常時は区からのお知らせであったり、みんなの防災知識など、災害に備えた普及啓発の

情報をメインにしております。そして、災害発生時には、右側にありますように、背景を

黄色くして緊急性を演出し、避難指示発令情報であったり、避難所開設情報などの優先度

の高いものをページ上部に表示いたします。また、かねてよりお伝えしておりました防災

行政無線のテキスト表示も併せて開始いたします。 

 続いて、２ページ目、２の防災アプリでございます。スマホやタブレット上で使用する

もので、情報の内容自体はポータルサイトと同じですが、そのほかに、プッシュ型通知、

災害情報や避難所の情報ですね、プッシュ型通知であったり、コミュニティチャット機能

というものがございます。 

 そして、最後に、３ページ目の令和７年度の展開でございます。防災フェスタであった

り、デジタル政策課の高齢者スマホ教室、総合窓口課の転入セット、広報千代田等、様々

な事業及びイベントでの周知を図ってまいります。また、災害対策本部訓練で、職員の習

熟度を引き続き向上させてまいります。 

 説明は以上でございます。 

○小林委員長 はい。説明が終わりました。委員の皆様からの質疑、質問を受けます。 

○米田委員 ４月１日からなんで使ってみてからだと思うんですけど、様々な情報を今後

入れていくと思うんですけど、複雑化してくるというのもご指摘されている部分もありま

す、ほかの自治体で。その情報をどうやって判断していくか、選別していくか、ここが一

番僕は肝だと思っているんですけど、情報の差別化、どの情報を入力していくかという、

この考えについて、お聞かせいただけますか。 

○山下災害対策・危機管理課長 そうですね。この場合、災害時の情報の整理という考え

方だと思いますが、まず、災害対策本部の各班でシステム情報を入力していただいて、そ

の後、いわゆる情報トリアージみたいな形で、優先度について決めて、その後、各どのレ

ベルで判断を行うか、災害対策本部の部長であったり、区長、副区長であったり、また、

各部長、条例部長であったり、どのレベルで判断するかというものを情報トリアージにて

判別していく予定でございます。 

○小林委員長 よろしいですか。 

○米田委員 はい。 

○小林委員長 ほかにございますか。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小林委員長 はい。それでは、（３）総合防災情報システムの構築・運用についての質

疑を終了いたします。 
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 それでは、引き続きまして、日程３のその他に入ります。 

 委員の方から何かございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小林委員長 なし。はい。 

 執行機関から何かございますか。 

○尾上安全生活課長 私のほうからは、先日、予算特別委員会企画総務分科会において、

大坂委員のほうから質問がありました、通学路における公衆喫煙所の調査結果についてご

報告させてもらいます。 

 調査期間は、本年２月２０日から３月１３日までの間、登校する時間の午前８時から８

時３０分に営業している公衆喫煙所１２か所を対象として、喫煙所から漏れる臭気、臭い

の調査を行いました。 

 なお、下校時間帯を除いた理由にありましては、授業の終了時間が学年によって異なる

ため、設置事業者に対し、時間規制をお願いすることは明確にお伝えできないため、登校

時間帯となったことをご理解いただきたいと思います。 

 対象の小学校にありましては、千代田区内の区立小学校のうち、対象となる喫煙所がな

かった番町小学校、昌平小学校を除く６校になります。 

 調査結果につきましては、ほとんどの喫煙所に問題は認められませんでしたが、１か所

の喫煙所について、出入口の開閉ドアからたばこの臭いと煙が喫煙所の外に漏れているこ

とが認められましたので、現在、当該設置事業者と改善に向けて対応しております。また、

登校時間帯に開所しているほかの喫煙所設置事業者についても、登校時間帯の営業は控え、

午前９時以降、開所するように、併せてお願いをしております。 

 以上になります。 

○小林委員長 はい。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小林委員長 はい。 

 ほかにございますか。 

○永見国際平和・男女平等人権課長 国際平和都市千代田区宣言３０周年記念事業の実施

状況について、口頭で情報提供をさせていただきます。 

 過日、２月２８日、区議会議員の方をはじめ多くの皆様にご参加いただき、記念イベン

トを開催することができました。当日は、会場参加が４９５名、ライブ配信視聴者が７５

５名で、当日合計は１,２５０名の方にご参加いただけました。先日、ポスト対応させて

いただきましたが、３月３１日までアーカイブ配信もご覧いただけますので、ご案内申し

上げます。区のホームページのトップページからアクセスできます。 

 以上でございます。 

○小林委員長 はい。ただいま課長から説明がございましたが、既に所管から各議員のポ

ストにポスティングしておりますので、改めてご確認を下さい。 

 大坂委員。 

○大坂委員 事前の報告のときに指摘させていただきましたので、１点だけ手短にさせて

ください。 

 会自体は、私も途中からでしたけど、参加させていただきました。非常に盛況でいい会
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になったのかなと思っておりますが、やはりあの歌の歌詞ですね、そこのところだけは非

常に気になって残念だったのかなというふうには思っています。改めて、今年戦後８０年

を迎える節目というところもありますので、やはり国境があるからこそ平和だと。我が国

の主権を守っていくことということが非常に大事だというところは、やっぱり所管として

も受け止めていただきたいなと思っていますので、そこの点だけ改めて指摘をさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

○永見国際平和・男女平等人権課長 ご指摘ありがとうございます。戦後８０年という機

会を捉えて、若い世代に訴求するような事業を、皆様のご協力とかご意見を頂きながら、

また進めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

○小林委員長 はい。よろしいですか。 

 ほかにございますか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小林委員長 それでは、最後に、日程４、閉会中の特定事件継続調査事項について、閉

会中といえども、委員会が開催できるように議長に申し入れたいと思いますが、よろしい

ですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小林委員長 はい。長時間にわたり、ご協力ありがとうございました。 

 本日は、この程度をもちまして閉会します。ご苦労さまでした。 

午後４時３２分閉会 


